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市役所代表

こきんちゃん

市制施行５０周年を記念し、本市の
名誉市民である宮崎駿氏（スタジ
オジブリ）に描いていただいた市
のイメージキャラクターです。

/51
６
月
１
日（
月
）

納
期
限
の

お
知
ら
せ

納付書裏面等に記載の場所で納付してください。
便利な口座振替をご利用ください。

固定資産税・都市計画税 … 第１期分
軽自動車税 ……………………全期分

　市民の皆様におかれましては、インフルエンザ予防と同様の 咳 エチケットや手洗いなどの感染症対策をお願いいたします（９面参照）。特に高齢の方や
せき

基礎疾患等をお持ちの方については、人込みの多いところや不要不急の外出をできるだけ避けるなど、より一層のご注意をお願いいたします。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント等が中止または内容が変更になる場合があります。最新の情報については、事前に各担当部署
や主催者にお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。関連情報については市ホームページ（上記ＱＲコード）にまとめて掲載しています。

 健康課健康係（☎０４２−３２１−１２４０）問

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
関
す
る
情
報
に

つ
い
て新型コロナウイルスに関するお知らせ

３つの密（密閉・密集・密接）を避けることを心掛けましょう
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４
月　

日
、
政
府
か
ら
の
緊
急
事

１６

態
宣
言
が
全
国
に
拡
大
さ
れ
、
東
京

都
は
、
感
染
へ
の
対
応
を
重
点
的
に

進
め
る
地
域
と
し
て
特
定
警
戒
都
道

府
県
と
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
か
ら
も
改
め
て
お
願
い
し
ま

す
。
皆
様
ど
う
か
、
生
活
の
維
持
に

必
要
な
場
合
を
除
き
、
外
出
を
し
な

い
で
く
だ
さ
い
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
者
急
増
と
地
域
の
医
療

崩
壊
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
は
皆

様
の
行
動
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
ご

不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。
皆
様
の
、
感
染

し
な
い
、
感
染
さ
せ
な
い
良
識
あ
る

行
動
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

　

こ
の
危
機
的
状
況
を
市
民
や
事
業

者
の
皆
様
と
協
力
し
合
っ
て
乗
り
越

え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

   　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に

よ
り
、
現
在
ご
み
・
資
源
物
の
排
出

量
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
古
布
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ま

ま
排
出
が
増
加
す
る
と
市
内
の
一
時

保
管
所
が 
溢 
れ
か
え
り
、
古
布
の
収

あ
ふ

集
を
停
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に

な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

当
面
の
間
、
古
布
の
排
出
は
で
き

る
だ
け
お
控
え
い
た
だ
き
、
家
庭
に

と
ど
め
置
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

 

ご
み
対
策
課
（
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

３
５
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者

の
全
国
的
な
急
増
を
受
け
て

小
金
井
市
長

ご
み
・
資
源
物
の
排
出
抑
制
を

お
願
い
し
ま
す

問

納付についてのご相談
渇各種市税（国民健康保険税を含む）＝納税課納税係（☎０４２−３８７−
９８２３）
渇介護保険料＝介護福祉課介護保険係（☎０４２−３８７−９９２１）
渇後期高齢者医療保険料＝保険年金課高齢者医療係（☎０４２−３８７−
９８３４）
※その他各種納付のご相談につきましても各担当課へご連絡ください
生活資金等でお困りの方
自立相談サポートセンター（社会福祉協議会内☎０４２−３８６−０２９５）
新型コロナウイルス感染症対策融資あっせん制度
経済課産業振興係（☎０４２−３８７−９８３１）

お困りごとの相談窓口

新型コロナウイルスに関する感染の予防、心配な症状や対応など
厚生労働省電話相談窓口（☎０１２０−５６５６５３※午前９時〜午後９時）
東京都電話相談窓口（ナビダイヤル☎０５７０−５５０５７１、聴覚障害のある方な
どからの相談＝ ０３−５３８８−１３９６）
３７.５度以上の発熱が４日以上続いている方（高齢者・持病のある方・妊
婦の方は連続して２日程度）
強いだるさ（ 倦 怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方

けん

のいずれかに該当する場合
帰国者・接触者電話相談センター＝東京都多摩府中保健所（☎０４２−３６２−
２３３４）
都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター（☎０３−５３２０−４５９２）

FAX

電話相談窓口

出典＝都福祉保健局ホームページ（https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html）

陰性

医師が検査の必要なしと判断

電話番号のお掛け間違いにより、
ご迷惑をお掛けするケースが発生しています。

専門的な助言が必要な場合
受診相談窓口を案内

不安に思う方

「風邪のような症状」
「37.5℃以上の発熱」

「強いだるさや息苦しさ」がある

かかりつけ医のいる方
都民の皆さまへ～新型コロナウイルス感染症が心配なとき～

日ごろ、医療機関にかかっていない方（かかりつけ医のいない方）

PCR検査（東京都健康安全研究センター等）

入院（感染症指定医療機関等）

必要な問診を行います

【平日（日中）】各保健所※電話番号は福祉保健局HPに掲載
【土日祝・夜間】03－5320－4592

新型コロナ受診相談窓口に電話（24時間対応）

新型コロナ外来（帰国者・接触者外来）を受診※マスクをして公共交通機関をできるだけ使わずに

（一般の方）症状が4日以上続く場合
（高齢・基礎疾患がある・妊婦の方）症状が2日程度続く場合

「風邪のような症状」「37.5℃以上の発熱」がある方

「強いだるさや息苦しさ」がある方

不安に思う方
微熱や軽い咳が出ている

感染したかもしれないと不安

受診が不要と判断

【午前9時から午後9時（土日祝含む）】
0570－550571

新型コロナコールセンターに電話

※症状が良くならない場合は、再度受
診相談窓口またはかかりつけ医に相談

自宅で安静

医療機関を受診

医師が検査の必要ありと判断

新型コロナ外来での受診が必要と判断

陽性

かかりつけ医に電話相談
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■
開
設
時
間
午
前
９
時
～
午
後
１

時■
開
設
窓
口
市
民
課
、
保
険
年
金

課
国
民
健
康
保
険
係
、
子
育
て
支

援
課
手
当
助
成
係
（
２
日
の

み
）
、
納
税
課
（
２
日
の
み
）

※
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務

（
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
・
国
民

年
金
事
務
・
市
税
証
明
書
交
付
事

務
ほ
か
）
も
あ
り
ま
す

 

企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
２
６
）
、
土
曜
・

０４２

３８７

日
曜
・
祝
日
は
市
役
所
代
表
（
☎

　

儿　

儿
１
１
１
１
）

０４２

３８３

問

【
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会
】

　

一
般
廃
棄
物
の
減
量
お
よ
び
再

利
用
の
促
進
等
に
関
す
る
事
項
を

検
討
・
審
議
し
ま
す
。

 

５
人
（
選
考
）

 

市
内
在
住
で
、
令
和
２
年
７
月

１
日
現
在　

歳
以
上
の
方

１８

■
任
期
７
月
１
日
～
令
和
４
年
６

月　

日
３０

 

５
月　

日
（
消
印
有
効
）
ま
で

１５

に
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
直

接
、
小
論
文
（　

字
以
内
・
課
題

８００

＝
「
循
環
都
市
『
ご
み
ゼ
ロ
タ
ウ

ン
小
金
井
』
を
目
指
し
て
い
く
た

め
に
あ
な
た
が
必
要
だ
と
考
え
る

こ
と
」
）・
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性

別
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、ご
み
対

策
課
減
量
推
進
係（
〒　

儿
８
５

１８４

０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
第
二
庁

舎
４
階
☎　

儿　

儿
９
８
３
５ 

０４２

３８７

　

儿　

儿
６
５
７
７
）へ

０４２

３８３

定対申

FAX

【
保
育
計
画
策
定
委
員
会
】

　

今
後
の
保
育
施
策
と
し
て
取
り

組
む
べ
き
方
向
性
を
示
す
保
育
計

画
と
保
育
の
質
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
策
定
に
つ
い
て
、
検
討
・
審
議

し
ま
す
。

 

１
人
（
選
考
）

 

市
内
在
住
で
、
公
立
保
育
園
以

外
の
保
育
園
（
認
可
外
保
育
所
を

含
む
）
を
利
用
す
る
保
護
者

■
任
期
委
嘱
日
～
令
和
３
年
３
月

（
月
１
回
程
度
開
催
）

 

５
月　

日
（
消
印
有
効
）
ま
で

１９

に
、
直
接
、
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
で
、
小
論
文
（　

字
以
内
・
課

８００

題
＝
「
小
金
井
市
の
今
後
の
保
育

の
あ
り
方
と
保
育
の
質
に
つ
い

て
」）・
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性

別
・
電
話
番
号
・
利
用
し
て
い
る

保
育
所
等
の
名
称
を
明
記
し
、
保

育
課
保
育
係
（
〒　

儿
８
５
０
４

１８４

住
所
不
要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
３

階
☎　

儿　

儿
９
８
４
６ 
　

儿

０４２

３８７

０４２

　

儿
２
６
０
９
）
へ

３８６【
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
】

　

国
民
健
康
保
険
事
業
運
営
に
関

し
て
、
検
討
・
審
議
し
ま
す
。

 

２
人
（
選
考
）

 

令
和
２
年
６
月　

日
現
在　

歳

１５

２０

以
上
で
、
市
の
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方

定対申

FAX

定対

■
任
期
６
月　

日
～
令
和
３
年　

１５

１２

月　

日
３１

 

５
月　

日
（
必
着
）
ま
で
に
、

２９

郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
直
接
、

小
論
文
（
千
字
以
内
・
課
題
＝

「
国
民
健
康
保
険
の
制
度
に
つ
い

て
」
）・
住
所
・
氏
名
・
生
年
月

日
・
性
別
・
電
話
番
号
を
明
記

し
、
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険

申

係
（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不

１８４

要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
３
３ 
　

儿　

儿
２

３８７

０４２

３８４

５
２
４
）
へ

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

■
報
酬
１
万
円
（
１
回
）

 

▽
市
が
設
置
す
る
附
属
機
関
等

の
委
員
は
、
原
則
２
つ
ま
で
▽
小

論
文
は
返
却
し
ま
す
▽
選
考
基

FAX

他

準
・
方
法
、
開
催
回
数
等
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

 　

市
で
は
、
子
ど
も
と
子
育
て
家

庭
に
関
す
る
総
合
的
な
計
画
で
あ

る
同
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

■
閲
覧
場
所
子
育
て
支
援
課
（
市

役
所
第
二
庁
舎
３
階
）
、
情
報
公

の
び
ゆ
く
こ
ど
も
プ
ラ
ン
小
金
井

（
第
２
期
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
事
業
計
画
）を
策
定

開
コ
ー
ナ
ー
（
同
６
階
）
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ

 

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
６
）

０４２

３８７

 　

２
月
６
日
～
３
月
５
日
に
、
同

設
計
（
案
）
に
対
し
て
、
意
見
を

問新
庁
舎
・（
仮
称
）
新
福
祉
会

館
建
設
基
本
設
計（
案
）に
対

す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

に
つ
い
て

募
集
し
、　

人
の
市
民
の
方
々
か

１５０

ら
意
見
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

特
に
多
く
の
意
見
を
い
た
だ
い

た
、
「
ひ
ろ
ば
」
お
よ
び
「
（
仮

称
）
新
福
祉
会
館
の
耐
震
構
造
」

に
つ
い
て
は
十
分
に
考
え
方
を
整

理
し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の

検
討
結
果
を
早
急
に
公
表
で
き
る

よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

 

企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
２
６
）

０４２

３８７

問

ご
利
用
く
だ
さ
い

５
月
の
休
日
窓
口

○は休日窓口開設日5月
土金木水火月日
21
9876543
16151413121110
23222120191817
30292827262524

31

○

　市内に空き家を所有・管理する方が抱えるさまざまな問題について、専門的なアドバイスを受けられるよ
うに、次の団体および金融機関と協定を締結しています。以下の相談窓口を無料で利用できますので、ぜひ、
ご相談ください。※無料で受けられる相談内容は異なりますので、詳しくは各団体等にご確認ください
 まちづくり推進課住宅係（☎０４２−３８７−９８６１）問

空き家に関する無料相談窓口

相談方法等連絡先相談内容団体名等
火曜・木曜日午前１０時～正午に事前予
約のうえ、支部事務局または小金井地
区相談コーナーで直接相談

☎０４２２−２６−５８９１
空き家の売買や賃貸に関すること

公益社団法人　東京都宅地建物
取引業協会武蔵野中央支部

月曜・火曜・木曜・金曜日午前１０時～
午後４時に電話相談☎０４２−３１６−７８２２公益社団法人　全日本不動産協

会東京都本部多摩中央支部

月曜～金曜日午前９時～午後５時に電
話相談

☎０４２−３６３−１１００
空き家の耐震、リフォーム、耐震工事
に関すること（耐震診断・設計につ
いて）

一般社団法人　東京都建築士事
務所協会南部支部府中部会

☎０４２−３１３−９６３４東京建築士会多摩ブロック南部
支部

☎０４２−３２２−５４３８一般社団法人　北多摩建設業協
会小金井建設協会

月曜～金曜日午前１０時～午後３時４５分
に電話相談☎０３−３３５３−２７００空き家の相続・登記、財産管理、成年

後見等に関すること東京司法書士会

月曜～金曜日午前９時～午後５時に事
前予約のうえ、同支部で直接相談☎０４２−３２５−３５８９空き家の敷地境界に関すること東京土地家屋調査士会府中支部

月曜～金曜日午後０時３０分～４時３０分
に電話相談☎０３−５４８９−２４１１

空き家の所有者と相続人の調査確認、
資産の有効活用や手続きに関するこ
と

東京都行政書士会市民相談セン
ター

月曜～金曜日午前９時～午後５時に電
話相談☎０４２−３８１−０２２０住宅増改築融資、空き家の有効活用に

係る融資に関することみずほ銀行小金井支店

月曜～金曜日午前１０時～午後４時（正
午～午後１時を除く）に電話相談☎０３−３５９５−９１００空き家の相続、成年後見、財産管理、

契約、紛争の解決に関すること
東京弁護士会/第一東京弁護士
会/第二東京弁護士会/東京三弁
護士会空き家相談窓口

月曜～金曜日午前９時～午後３時３０分
（正午～午後１時を除く）に電話相談☎０３−３３５６−７１３７税金に関すること東京税理士会 納税者支援セン

ター

※祝・休日、年末年始を除く

○
○
○
○

委委　

員員

　

募募　

集集

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

　緑の基本計画策定に伴い、同計
画書表紙等に掲載する写真を募集
します。
■規格四つ切り（カラープリン
ト）
■応募用紙配布場所環境政策課、
主な市内公共施設、市ホームペー
ジ
 渇未発表のもの１人３点まで渇
結果は９月下旬に入賞者に通知し
他

ます
■応募方法 ５月１１日～６月１５日
（消印有効）に、作品の裏に応募
用紙を 貼 り、郵送または直接、環境

は

政策課緑と公園
係（〒１８４−８５０ 
４住所不要・市
役所第二庁舎４
階☎０４２−３８７−
９８６０）へ

問

フォトコンテストフォトコンテスト

−未来に遺したいみどり−未来に遺したいみどり



3 2・5・1 各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。

凡　例  日時　 場所　 内容　 講師　 対象　 定員　 費用　 持ち物　 申し込み　 問い合わせ　 その他　 ホームページ　 Ｅメール時 所 内 講 対 定 ￥ 持 申 問 他 HP 糸

 　

公
募
委
員
選
考
基
準
等
に
よ

り
、
次
の
公
募
市
民
の
方
々
を
委

員
に
選
任
し
ま
し
た
。

▽
亀
井
瞳
さ
ん
、
宮
崎
笑
美
子
さ

ん
、
遠
山
敬
子
さ
ん

 

自
立
生
活
支
援
課
障
害
福
祉
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
４
８
）

０４２

３８７

委
員
選
任
結
果

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

運
営
協
議
会

問

  
　

月
９
日
（
金
）
～　

日
（
日
）

１０

１１

 

小
金
井　

宮
地
楽
器
ホ
ー
ル
大

ホ
ー
ル
、
小
ホ
ー
ル（　

日
の
み
）

１１

 

音
楽
演
奏
・
ダ
ン
ス
・
邦
楽
・

演
劇
・
合
唱
等
の
発
表

 

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

方
、
市
内
に
活
動
拠
点
を
置
き
、

必
ず
開
催
期
間
中
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ス
タ
ッ
フ
と
し
て
協
力
で
き
る
団

市
民
の
芸
術
の
祭
典

第
８
回
小
金
井
市
民
文
化
祭

出
演
の
部
参
加
者
募
集

時所内対

体
・
個
人

■
申
込
書
・
募
集
要
項
配
布
場
所

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
課
（
市
役
所

第
二
庁
舎
４
階
）
、
公
民
館
各

館
、
同
ホ
ー
ル
、
同
文
化
祭
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
s://ko

gan
ei-

m
atu
ri-iin

kai.jim
d
o
free.co

m
/

）

 

６
月　

日
（
消
印
有
効
）
ま
で

１２

に
、
郵
送
ま
た
は
直
接
、
申
込
書

に
必
要
事
項
を
明
記
し
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
文
化
課
文
化
推
進
係
（
〒

　

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
☎　

儿

１８４

０４２

申

問合先内　容ところと　き名　称

生涯学習課文化財係
（☎０４２−３８７−９８７９）市史編さん事業について市役所第二庁舎

８階８０１会議室
５月１１日（月）
１５：００〜市史編さん委員会

総務課情報公開係
（☎０４２−３８７−９９２６）

個人情報保有等届け出の報
告、諮問について

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

５月１４日（木）
１８：００〜

情報公開・個人情報保護
審議会

企画政策課男女共同参画室
（☎０４２−３８７−９８５３）

男女共同参画施策の推進につ
いて

市役所西庁舎２
階第五会議室

５月１９日（火）
１４：００〜男女平等推進審議会（※）

公民館本館
（☎０４２−３８３−１１８４）公民館事業について　ほか市役所第二庁舎

８階８０１会議室
５月２１日（木）
１０：００〜公民館運営審議会

子ども家庭支援センター
（☎０４２−３２１−３１６１）

子ども家庭支援センターの運
営について

保健センター２
階講堂

５月２２日（金）
１０：００〜

子ども家庭支援センター
運営協議会（※）

生涯学習課生涯学習係
（☎０４２−３８７−９８７９）社会教育活動について　ほか市役所第二庁舎

８階８０１会議室
５月２５日（月）
９：３０〜社会教育委員の会議

自立生活支援課障害福祉係
（☎０４２−３８７−９８４８）障がい者の施策について前原暫定集会施

設１階Ａ会議室
５月２７日（水）
１７：００〜地域自立支援協議会

都市計画課都市計画係
（☎０４２−３８７−９８５９）

都市計画マスタープランの策
定について

前原暫定集会施
設２階Ｂ会議室

５月２９日（金）
１０：００〜

都市計画マスタープラン
策定委員会

◆◆各種審議会等の開催日程◆◆ ※保育あり（要事前申込）

　

儿
９
９
２
３
）
へ

３８７
 　

同
準
備
室
で
は
、
市
民
協
働
推

進
員
を
配
置
し
、
市
民
協
働
推
進

の
た
め
の
諸
業
務
を
行
っ
て
い
ま

す
。

■
開
所
日
時
月
曜
～
金
曜
日
午
前

８
時　

分
～
正
午
、
午
後
１
時
～

３０
市
民
協
働
支
援
セ
ン
タ
ー

準
備
室

５
時
（
祝
日
を
除
く
）

 

社
会
福
祉
協
議
会
内

■
主
な
業
務
▽
市
民
協
働
・
市
民

活
動
等
の
相
談
▽
団
体
向
け
の
協

働
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
▽
情
報
収

集
・
発
信
▽
市
民
活
動
団
体
リ
ス

ト
の
管
理

 

同
準
備
室
（
☎　

儿　

儿
７
７

０４２

３８５

６
７ 

h
ttp
://b
lo
g.lived

o
o
r.

jp
/kyo

d
o
1
8
4
/

）

所問

HP

募集人数月額報酬業務名

３人２０２,５１５円保育士
（育児休業代替）

任
期
付

１人１５８,２４０円給食調理
（育児休業代替）

２人１５８,７００円保育園給食調理業務会
計
年
度
任
用 ２人９４,４００円〜１４１,６００円保育園看護業務

■
年
齢
等
要
件
年
齢
・
国
籍
は

問
い
ま
せ
ん

■
採
用
予
定
日
６
月
１
日（
月
）

 

▽
資
格
要
件
等
詳
細
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
▽
要
項
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す 他

■
要
項
配
布 

５
月
８
日（
金
）

ま
で
に
職
員
課
へ
。
郵
送
の
場

合
は
７
日
必
着

 

職
員
課
人
事
研
修
係
（
〒　
１８４

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
・
市
役

所
本
庁
舎
１
階
☎　

儿　

儿
９

０４２

３８７

８
０
８
）

申

問

令和２年度

４
月
１
日
付
・
（　

）
内
は
旧

職
名

【
部
長
職
】

▽
庁
舎
建
設
等
担
当
部
長
（
庁

舎
建
設
等
担
当
部
長
兼
庁
舎
建

設
等
担
当
課
長
事
務
取
扱
）
高

橋
茂
夫

【
課
長
職
】

▽
企
画
財
政
部
庁
舎
建
設
等
担

当
課
長
（
福
祉
保
健
部
福
祉
会

館
等
担
当
課
長
）
前
島
賢

▽
企
画
財
政
部
公
共
施
設
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
推
進
担
当
課
長
（
企

画
財
政
部
財
政
課
財
政
係
長
）

後
藤
誠
（
昇
任
）

▽
企
画
財
政
部
情
報
シ
ス
テ
ム

課
長
（
企
画
財
政
部
公
共
施
設

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進
担
当
課

長
）
今
井
哲
也

▽
総
務
部
地
域
安
全
課
長
（
福

祉
保
健
部
介
護
福
祉
課
介
護
保

険
係
長
）
宮
奈
勝
昭
（
昇
任
）

▽
総
務
部
職
員
課
長
（
総
務
部

人
事
制
度
等
担
当
課
長
）
内
野

敦
史

▽
総
務
部
人
事
制
度
等
担
当
課

長
（
会
計
管
理
者
兼
会
計
課

長
）
畑
野
実
那

▽
総
務
部
管
財
課
長
（
総
務
部

管
財
課
長
兼
検
査
係
長
事
務
取

扱
）
根
本
礼
太

▽
市
民
部
市
民
課
長
（
福
祉
保

健
部
自
立
生
活
支
援
課
長
）
加

藤
真
一

▽
市
民
部
保
険
年
金
課
長
（
市

民
部
市
民
課
長
）
田
嶋
隆
行

▽
環
境
部
ご
み
対
策
課
長
（
企

画
財
政
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

長
）
深
澤
亘

▽
環
境
部
ご
み
処
理
施
設
担
当

課
長
兼
中
間
処
理
場
担
当
課
長

（
環
境
部
ご
み
処
理
施
設
担
当

課
長
）
花
野
彰
彦

▽
福
祉
保
健
部
福
祉
会
館
等
担

当
課
長
（
教
育
委
員
会
公
民
館

長
）
林
文
男

▽
福
祉
保
健
部
自
立
生
活
支
援

課
長
（
監
査
委
員
事
務
局
長
）

内
田
泰
彦

▽
都
市
整
備
部
建
築
営
繕
課
長

兼
建
築
営
繕
係
長
事
務
取
扱

（
都
市
整
備
部
建
築
営
繕
課

長
）
山
崎
徹

▽
会
計
管
理
者
兼
会
計
課
長

（
学
校
教
育
部
庶
務
課
長
）
松

井
玉
恵

▽
学
校
教
育
部
庶
務
課
長
（
総

務
部
職
員
課
長
）
鈴
木
功

▽
学
校
教
育
部
統
括
指
導
主
事

（
東
京
都
教
育
委
員
会
よ
り
派

遣
）
丸
山
智
史

▽
教
育
委
員
会
公
民
館
長
（
環

境
部
ご
み
対
策
課
長
）
小
野
朗

▽
監
査
委
員
事
務
局
長
（
市
民

部
保
険
年
金
課
長
）
高
橋
美
月

定
年
退
職（
３
月　

日
付
）

３１

【
課
長
職
】

▽
石
阪
治
文
（
環
境
部
中
間
処

理
場
担
当
）

市市
職職
員員
人人
事事

会
計
年
度

任
用
職
員
・

任
期
付
職
員
募
集



42・5・1市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分〜午後５時です。（正午〜午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1

掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。費用の記載のないものは、原則、無料です。

 　

多
摩
３
市
男
女
共
同
参
画
推
進

共
同
研
究
会
は
、
小
金
井
市
、
国

立
市
、
狛
江
市
が
連
携
を
図
り
、

男
女
共
同
参
画
施
策
を
推
進
す
る

た
め
「
若
者
に
対
す
る
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
啓
発
」
を

研
究
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
今
年
度
の
活
動
に
携
わ

っ
て
い
た
だ
け
る
市
民
サ
ポ
ー
タ

ー
を
募
集
し
ま
す
。

 

若
干
名

 

市
内
在
住
で
、
令
和
２
年
５
月

１
日
現
在　

歳
以
上
の
方

１８

■
任
期
５
月
～
令
和
３
年
３
月

（
年
２
回
程
度
開
催
）

■
申
込
用
紙
配
布
場
所
企
画
政
策

課
男
女
共
同
参
画
室
（
市
役
所
本

庁
舎
２
階
）
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

５
月　

日
（
必
着
）
ま
で
に
、

１５

申
込
用
紙
を
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス

ま
た
は
直
接
、
企
画
政
策
課
男
女

共
同
参
画
室
（
〒　

儿
８
５
０
４

１８４

住
所
不
要
☎　

儿　

儿
９
８
５
３

０４２

３８７

 
　

儿　

儿
１
２
２
４
）
へ

０４２

３８７

 　

家
屋
の
増
改
築
や
修
繕
、
耐
震

補
強
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
造
、
太

陽
光
発
電
設
備
等
の
設
置
を
す
る

と
き
、
そ
の
資
金
の
一
部
の
融
資

あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
か
ら
融
資
あ
っ
せ

ん
予
定
者
を
決
定
す
る
ま
で
に
時

間
を
要
し
ま
す
の
で
、
余
裕
を
持

っ
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

 

▽
融
資
金
額
＝
工
事
見
積
額
の

　

％
以
内
で
、　

万
円
～　

万
円

８０

３０

４００

（
太
陽
光
発
電
設
備
等
の
設
置

は
、　

万
円
～　

万
円
）
▽
貸
付

１０

４００

利
率
＝
年
２
・　

％
（
市
が
貸
付

６０

多
摩
３
市
男
女
共
同

多
摩
３
市
男
女
共
同
参参

画
推
進
共
同
研
究

画
推
進
共
同
研
究
会会

市
民
サ
ポ
ー
タ
ー
募

市
民
サ
ポ
ー
タ
ー
募
集集

定対申FAX住
宅
増
改
築
資
金
融
資

あ
っ
せ
ん
制
度

内

利
率
の
２
分
の
１
相
当
の
金
額
を

利
子
補
給
し
ま
す
の
で
、
本
人
負

担
は
１
・　

％
）
▽
返
済
＝
元
利

３０

均
等
償
還
で
、
借
入
額
に
応
じ

て
、　

年
以
内
に
返
済

１０

■
条
件
▽
市
内
に
１
年
以
上
居
住

し
、
増
改
築
す
る
家
屋
の
所
有
者

で
、
同
居
家
族
の
た
め
の
増
改
築

で
あ
る
こ
と
▽
市
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
こ
と
▽
償
還
で
き
る
収

入
・
資
産
が
あ
る
こ
と
▽
借
地
権

利
者
の
場
合
、
土
地
所
有
者
の
承

諾
を
得
て
い
る
こ
と
▽
連
帯
保
証

人
が
い
る
こ
と
▽
工
事
完
了
届
を

令
和
３
年
２
月
末
ま
で
に
提
出
す

る
こ
と

■
申
告
書
配
布
場
所
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

申
告
書
に
必
要
事
項
を
明
記

し
、
必
要
書
類
を
添
え
て
、
ま
ち

づ
く
り
推
進
課
住
宅
係
（
市
役
所

第
二
庁
舎
５
階
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

６
１
）
へ

 　

２
月
に
配
布
し
た
「
都
営
住
宅

入
居
者
募
集
の
ご
案
内
」
で
次
回

募
集
日
程
を
、
５
月
７
日
（
木
）

～　

日
（
金
）
と
し
て
い
ま
し
た

１５
が
、
６
月
８
日
（
月
）
～　

日
１６

（
火
）
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

 

Ｊ
Ｋ
Ｋ
東
京
（
東
京
都
住
宅
供

給
公
社
）
募
集
セ
ン
タ
ー
（
☎　
０３

儿
３
４
９
８
儿
８
８
９
４ 

h
ttp

s://w
w
w
.to
-k
o
u
sy
a
.o
r.jp

/

）
、
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住

宅
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
６
１
）

０４２

３８７

 　

家
を
新
築
、
建
て
替
え
を
し
た

場
合
は
、
建
物
に
住
居
番
号
（
○

番
○
号
）
を
付
定
し
ま
す
の
で
、

必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
住
所

申都
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

時
期
が
変
更

問

HP

新
築
・
建
て
替
え
等
を
し
た

と
き
は
住
所
付
定
の
手
続
き
を

付
定
に
は
１
週
間
ほ
ど
か
か
り
ま

す
。
な
お
、
付
定
さ
れ
て
い
な
い

建
物
へ
の
転
入
届
お
よ
び
転
居
届

は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

　

ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど

は
、
名
称
の
届
け
出
も
必
要
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
名
称
や
部
屋
番

号
を
変
更
し
た
場
合
も
同
様
で

す
。

　

ま
た
、
増
改
築
を
し
た
方
も
、

出
入
口
な
ど
の
変
更
に
よ
っ
て
住

居
番
号
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

住
居
表
示
板
（
住
所
を
示
す
青

色
の
プ
レ
ー
ト
）
が
破
損
し
て
お

困
り
の
場
合
、
無
料
で
作
成
し
ま

す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 

市
民
課
市
民
係
（
市
役
所
第
二

庁
舎
１
階
☎　

儿　
儿
９
８
３
０
）

０４２

３８７

 　

市
内
の
一
部
地
域
の
下
水
道
管

の
調
査
と
雨
水
ま
す
の
清
掃
を
実

施
し
ま
す
。

　

作
業
員
は
、
市
が
発
行
す
る
身

分
証
明
書
を
携
帯
し
、
腕
章
を
着

問下
水
道
施
設
の
調
査
お
よ
び

清
掃
を
実
施

用
し
て
い
ま
す
。
ご
理
解
・
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
作
業
期
間
５
月
～
令
和
３
年
２

月
 

下
水
道
課
工
務
維
持
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
５
６
）

３８７

  　

市
制
施
行　

周
年
を
記
念
し

６０

て
、
市
の
概
要
や
行
事
、
歴
史
・

文
化
な
ど
を
ま
と
め
た
「
市
勢
要

覧
２
０
１
８
」
を
有
料
で
頒
布
し

て
い
ま
す
。

■
規
格
Ａ
４
判　

ペ
ー
ジ

４８

■
頒
布
価
格　

円
４００

■
頒
布
場
所
広
報
秘
書
課
広
報
係

（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）
、
同
課

広
聴
係（
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
）

 

広
報
秘
書
課
広
報
係
（
☎　

儿
０４２

問

桜水（おうすい）くん

ご
活
用
く
だ
さ
い

市
勢
要
覧
2
0
1
８

問

　

儿
９
８
０
３
）

３８７
 　

市
で
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

を
よ
り
効
果
的
に
推
進
す
る
た

め
、市
職
員
の「
ノ
ー
上
着
・
ノ
ー

ネ
ク
タ
イ
運
動
」を
実
施
し
ま
す
。

■
実
施
期
間
５
月
１
日
（
金
）
～

　

月　

日
（
金
）

１０

３０

■
実
施
場
所
市
庁
舎
お
よ
び
市
の

施
設

 

職
員
課
人
事
研
修
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
０
８
）

３８７
 　

市
報
４
月　

日
号
２
面
に
掲
載

１５

の
「
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

に
関
す
る
市
民
協
議
会
の
参
加
者

を
募
集
」
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の

記
載
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

【
誤
】 

s0
6
0
1
9
9
@
ko
gn
ei-

sh
i.jp

【
正
】 

s0
6
0
1
9
9
@
ko
gan
ei

-sh
i.jp

 

都
市
計
画
課
都
市
計
画
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
５
９
）

０４２

３８７
ノ
ー
上
着
・
ノ
ー
ネ
ク
タ
イ

運
動
を
実
施

問お
詫
び
と
訂
正

糸糸

問

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

　市内では自転車による交通事故が多
発しています。自転車を利用する際は
自転車安全利用五則を守り、安全運転
を心掛けましょう。
【自転車安全利用五則】
１　自転車は車道が原則、歩道は例外
２　車道は左側を通行
３　歩道は歩行者優先で、車道寄りを
　　徐行
４　安全ルールを守る
渇飲酒運転、二人乗り、並進の禁止渇
夜間はライトを点灯渇交差点での信号

遵守と一時停止・安全確認
５　子どもはヘルメットを着用
【自転車で歩道を通行できるのは】
渇「歩道通行可」の標識があるとき
渇１３歳未満の子どもや７０歳以上の高齢
者
渇身体障がい者の方
渇歩道を通行することがやむを得ない
場合
 市交通対策課交通対策係（☎０４２−
３８７−９８５０）、小金井警察署（☎０４２−
３８１−０１１０）

問

自転車安全利用ＴＯＫＹＯキャンペーン
５月1日（金）～31日（日）

　市が管理している街路灯には、設置
している柱にピンク色の管理プレート
で４ 桁 の管理番号を表示しています。

けた

街路灯が点灯していないときは、管理
番号をご連絡ください。
　また、街路灯の中には商店会が管理
しているものや東京都が管理しているものがあります。街
路灯に商店会等の名称が入っていればその商店会へ、東京
都のマークがついていれば東京都建設局北多摩南部建設事
務所小金井工区（☎０４２−３２６−８８６２）へご連絡ください。
※連絡を受けてから修理までは通常３日前後かかります
 交通対策課交通対策係（☎０４２−３８７−９８５０）問

街路灯が点灯していな街路灯が点灯していないい
ときはご連絡ときはご連絡をを

就労支援サイ就労支援サイトト
こがねい仕事ネッこがねい仕事ネットト

ご利用ください

　雇用促進と就労支援の目的で、小金井市および近
隣の求人情報や事業者情報、仕事に関する講座・イ
ベント等の情報を無料で提供するホームページを開
設しています。
　なお、求人情報、事業者情報の登録・閲覧の利用
料は無料ですが、インターネット・携帯電話の通信
料は利用者の負担となります。
【仕事をお探しの方】
　パソコンや携帯電話を利用して、求人情報を簡単
に閲覧できます。
【事業者の方】
　サイトの事業者登録ページから事業者登録申請手
続きを行ってください。
　審査を経てＩＤとパスワードを取得した後は、い
つでも求人情報等の登録・変更・削除
ができます。
■ホームページＵＲＬhttp://www. 
koganei-s.net/
 経済課産業振興係（☎０４２−３８７−
９８３１）
問

携帯サイト用
ＱＲコード



5 2・5・1 各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。

凡　例  日時　 場所　 内容　 講師　 対象　 定員　 費用　 持ち物　 申し込み　 問い合わせ　 その他　 ホームページ　 Ｅメール時 所 内 講 対 定 ￥ 持 申 問 他 HP 糸

 　

男
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
固
定
化
し

た
表
現
、
対
等
で
な
い
表
現
、
外

見
な
ど
を
不
要
に
強
調
し
た
表
現

は
、
人
々
に
不
快
感
を
与
え
た

り
、
差
別
や
偏
見
の
助
長
、
固
定

的
な
考
え
方
の
押
し
つ
け
と
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
「
男
女
共
同
参
画
の

視
点
か
ら
の
表
現
の
手
引
」
を
作

成
し
、
市
の
刊
行
物
で
適
切
な
言

葉
や
表
現
を
使
用
す
る
よ
う
努
め

て
い
ま
す
。

　

男
女
が
と
も
に
、
人
権
が
尊
重

さ
れ
、
多
様
な
個
性
を
発
揮
し
、

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
め

ざ
し
ま
し
ょ
う
。

 　

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の

促
進
に
係
る
会
議
等
に
参
加
す
る

市
民
の
方
々
に
、
参
加
費
用
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

　

希
望
す
る
方
は
、　

事
前
に
連

絡
の
う
え
、
申
請
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

■
対
象
と
な
る
会
議
等
都
お
よ
び

都
に
隣
接
す
る
地
域
で
開
催
さ
れ

る
会
議
で
あ
っ
て
、
講
演
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
、
分
科
会
等
が
行
わ

れ
、
参
加
者
相
互
の
交
流
が
行
わ

れ
る
も
の

■
資
格
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た

す
方

▽
当
該
事
業
を
実
施
す
る
日
現
在

で
、
市
内
に
２
年
以
上
居
住
し
、

　

歳
以
上
の
方

１８▽
男
女
平
等
お
よ
び
男
女
共
同
参

男
女
平
等

男
女
平
等
にに

配
慮
し
た
表
現

配
慮
し
た
表
現
とと

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ーー

国
内
研
修
事
業
の
参
加
者

国
内
研
修
事
業
の
参
加
者
にに

費
用
の
一
部
を
補

　
　
　

費
用
の
一
部
を
補
助助

画
に
関
心
を
持
ち
、
地
域
活
動
お

よ
び
市
行
事
に
積
極
的
に
参
加
で

き
る
方

■
補
助
の
内
容
開
催
地
ま
で
の
旅

費
、
会
議
に
参
加
す
る
た
め
の
諸

経
費
の
２
分
の
１
（
申
込
者
が
予

算
の
範
囲
を
超
え
た
場
合
は
、
抽

選
に
よ
り
決
定
し
ま
す
）

 　

男
女
共
同
参
画
室
で
は
次
の
冊

子
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

■
配
布
場
所
企
画
政
策
課
男
女
共

同
参
画
室
、
主
な
市
内
公
共
施
設

【
第　

回
こ
が
ね
い
パ
レ
ッ
ト 

３３

　

記
録
集
】

　

昨
年　

月
に
開
催
さ
れ
た
、
男

１１

女
共
同
参
画
推
進
イ
ベ
ン
ト
「
こ

が
ね
い
パ
レ
ッ
ト
」
（It's

笑
タ

イ
ム　
　

笑
い
で
吹
き
飛
ば
せ　

！！

暮
ら
し
の
モ
ヤ
モ
ヤ
）
の
内
容
を

記
録
集
と
し
て
ま
と
め
ま
し
た
。

【
情
報
誌
「
か
た
ら
い
」　

号
】

５１

　

市
民
編
集
委
員
と
協
働
で
企

画
・
執
筆
・
編
集
し
て
い
る
冊
子

で
す
。
今
号
は
名
誉
市
民
の
毛
里

和
子
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
特

集
「
子
ど
も
の
視
点
か
ら
男
女
共

同
参
画
を
考
え
て
み
よ
う
」
な
ど

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

 

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

企
画
政
策
課
男
女
共
同
参
画
室

（
☎　

儿　

儿
９
８
５
３
）

０４２

３８７

男
女
共
同
参
画
室

　
　
　
　

発
行
冊
子

ご
覧
く
だ
さ
い

問

ひ
ろ
ば

み
ん
な
の

ひ
ろ
ば

み
ん
な
の

男
女
平
等
社
会
を

　
　
　

め
ざ
し
て

 
【
職
場
の
健
康
保
険
に

　

加
入
し
た
と
き
】

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
職

場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

は
、　

日
以
内
に
喪
失
の
届
け
出

１４

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

本
人
ま
た
は
世
帯
主
の
方
は
、

職
場
の
健
康
保
険
証
と
国
民
健
康

保
険
証
の
両
方
を
持
っ
て
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
休
日
窓
口
で
も
手
続
き

が
で
き
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
郵
送
で
も
届
け
出
が
で

き
ま
す
の
で
、
職
場
の
保
険
証
の

写
し
と
国
民
健
康
保
険
証
の
両
方

を
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

【
交
通
事
故
や
傷
害
事
件
に

　

遭
っ
た
と
き
】

　

交
通
事
故
や
傷
害
事
件
な
ど
、

第
三
者
（
加
害
者
）
の
行
為
に
よ

っ
て
け
が
を
し
た
と
き
に
、
国
民

国
民
健
康
保
険

こ
ん
な
と
き
は
届
け
出
を

健
康
保
険
で
治
療
を
受
け
る
場
合

は
、
「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病

届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
用
紙
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

　

国
民
健
康
保
険
で
治
療
を
受
け

る
と
、
市
が
医
療
機
関
へ
治
療
費

の
７
割
（
高
齢
受
給
者
証
を
お
持

ち
の
方
は
、
７
～
８
割
）
を
一
時

的
に
立
て
替
え
、
届
け
出
を
も
と

に
被
害
者
の
方
に
代
わ
っ
て
市
が

後
日
、
加
害
者
に
請
求
し
ま
す
。

　

加
害
者
不
明
の
場
合
な
ど
で

も
、
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
加
害
者
か
ら
治
療
費

を
受
け
取
っ
た
り
、
示
談
を
済
ま

せ
た
り
す
る
と
、
そ
の
事
故
に
つ

い
て
国
民
健
康
保
険
が
使
え
な
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
示
談
の

前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
必
要
書
類
等
国
民
健
康
保
険

証
、
印
鑑
、
交
通
事
故
証
明
書
等

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
・

１８４

問

　

市
販
の
除
草
剤
は
、
国
が
農
薬

取
締
法
に
基
づ
き
安
全
性
を
確
認

し
、
登
録
を
認
め
た
も
の
で
す

が
、
除
草
剤
を
過
度
に
ま
く
こ
と

に
よ
る
土
壌
・
地
下
水
の
汚
染

や
、
生
物
へ
の
影
響
な
ど
が
心
配

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

や
む
を
え
ず
除
草
剤
を
使
用
す

る
際
は
、
適
切
な
方
法
で
使
用

し
、
過
度
な
使
用
は
控
え
て
く
だ

さ
い
。
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

 

環
境
政
策
課
環
境
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
１
７
）

３８７
  　

５
月
期
分
＝
２
～
４
月
分

■
振
込
日
５
月
８
日
（
金
）
※
振

込
日
以
降
、
通
帳
で
お
確
か
め
く

だ
さ
い
。
な
お
、
金
融
機
関
に
よ

っ
て
は
、
２
・
３
日
遅
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す 

次
の
よ
う
な
場
合

に
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
▽
振
込
日

以
降
、
７
日
を
過
ぎ
て
も
振
り
込

み
が
な
い
場
合
▽
口
座
や
住
所
、

ま
た
は
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
▽

問

ひ
ろ
ひ
ろ
ばば

福
祉
福
祉
のの

特
別
障
害
者
手
当
等
の
支
給

他

施
設
に
入
所
し
た
場
合
▽
病
院
等

に
３
か
月
を
超
え
て
入
院
し
た
場

合 

自
立
生
活
支
援
課
障
害
福
祉

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
４
２
）

０４２

３８７

  

６
月
６
日
～
７
月　

日
の
毎
週

１１

土
曜
日
午
後
１
時
～
３
時
（
全
６

回
） 

障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー 

パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操
作 

市
内
在

住
の
身
体
障
が
い
の
あ
る
方 

６

人
（
多
数
抽
選
。
初
め
て
の
方
優

先
） 

５
月　

日
ま
で
の
午
前
９

２３

時
～
午
後
７
時
（
土
曜
日
は
午
後

５
時
ま
で
。
日
曜
・
月
曜
・
祝
日

を
除
く
）
に
、
直
接
、
障
害
者
地

域
自
立
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
（
障

害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
１
階
☎　

儿
０４２

　

儿
８
８
１
１
）
へ

３８１
 　

社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
心
身

障
害
者
（
児
）
団
体
お
よ
び
援
助

団
体
に
対
し
て
助
成
し
ま
す
。

　

要
件
等
の
詳
細
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
限
５
月　

日
（
金
） 

２２

社
会
福
祉
協
議
会
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８６

０
２
９
４
）

問障
害
者
地
域
自
立
生
活
支
援

セ
ン
タ
ー
パ
ソ
コ
ン
講
習
会

時

所

内

対

定

申
心
身
障
害
者
（
児
）

援
護
事
業
助
成
金

問

　自立した市民社会の創造に向けて、幅広
い分野の市民活動団体を応援する助成金の
要望団体を募集します。
 市内で活動する市民団体（ＮＰＯ法人も
しくは任意団体）■助成額１団体上限１０万
円（総額１００万円を原資とし、審査会で決
定） ５月２９日までに、
直接、所定の様式（小
金井ボランティア・市
民活動センターで配
布）に必要事項を明記
し、同センター（☎０４２
−３８７−００１１）へ

対

申

不用品交換コーナ不用品交換コーナーー

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
３
３
）

 　

身
体
・
知
的
・
精
神
障
が
い
の

あ
る
方
ま
た
は
こ
れ
ら
の
方
と
生

計
を
同
じ
く
す
る
方
が
軽
自
動
車

等
を
所
有
し
、
そ
の
車
が
障
が
い

の
あ
る
方
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い

る
と
き
は
、
軽
自
動
車
税
が
減
免

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

昨
年
減
免
を
受
け
ら
れ
た
方

は
、
納
税
通
知
書
に
同
封
す
る
案

内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
新
規
で

申
請
さ
れ
る
方
は
、
申
請
書
等
を

お
送
り
し
ま
す
の
で
、
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、

申
請
に
は
納
税
義
務
者
の
方
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
生
活
扶
助
を
受
け
て
い

る
方
が
所
有
ま
た
は
使
用
し
、
関

係
官
庁
の
証
明
を
受
け
た
と
き
、

ま
た
は
災
害
に
よ
り
多
大
な
損
害

を
被
っ
た
場
合
等
に
は
軽
自
動
車

税
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
納
税
通
知
書
は
５
月　
１１

日
（
月
）
に
発
送
し
ま
す
。

■
申
請
期
限
６
月
１
日
（
月
）

■
申
請
書
類
等
納
税
通
知
書
、
身

体
障
害
者
手
帳
等
、
運
転
免
許

証
、
印
鑑
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

 

市
民
税
課
諸
税
係
（
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
２
０
）

 　

市
で
は
、
除
草
剤
を
「
市
の
施

設
お
よ
び
公
共
の
場
所
で
は
使
用

し
な
い
」
と
い
う
自
主
規
制
の
方

針
を
決
定
し
、
実
施
し
て
い
ま

す
。 軽

自
動
車
税
の
減
免

該
当
す
る
方
は
申
請
を

問除
草
剤
の
過
度
な

使
用
は
控
え
ま
し
ょ
う

　資源の節約、ごみの減量のため、家庭で使用しなくなった不
用品を紹介するコーナーを設置しています。
■対象品家具、電気製品、一般機器、幼児用品などで破損して
いないもの
■利用方法直接、経済課（市役
所第二庁舎４階）へお申し込み
ください。登録カードを不用品
交換コーナーに掲示して紹介し
ます（掲示は４か月間）。当事
者間で直接交渉し、必ず交渉結
果をご連絡ください
 市内在住の方に限ります
 経済課消費生活係（☎０４２−
３８７−９８３１）

他
問

さくらファンド募さくらファンド募集集



62・5・1市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分〜午後５時です。（正午〜午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1

掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。費用の記載のないものは、原則、無料です。
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令和２年４月１日現在
支　給　制　限支　給　方　法必要書類等手当の額（月額）手当を受けられる方種　　類

印鑑、健康保険
証、銀行口座番
号ほか

【所得制限限度額未満の方】
３歳未満一律 １５,０００円
３歳以上小学校修了前
第１・２子 １０,０００円
第３子以降 １５,０００円
中学生一律 １０,０００円
【所得制限限度額以上の方】
一律 ５,０００円

中学校修了前（１５歳到達後最初の３月３１日まで）の児童を養
育する保護者等で、市内に住所を有する方国

児　

童　

手　

当
子　
　
　
　
　

ど　
　
　
　
　

も　
　
　
　
　

の　
　
　
　
　

手　
　
　
　
　

当

育成手当＝戸籍
全部事項証明書

障害手当＝身体
障害者手帳また
は愛の手帳

銀行口座番号ほ
か

１３,５００円

市内に住所があり、次のいずれかの状態にある児童（１８歳に
達した日の属する年度の末日以前）を扶養している方
渇父または母が死亡した児童
渇父または母が生死不明である児童
渇父または母に１年以上遺棄されている児童
渇父または母が、父または母の申し立てにより保護命令を受
けている児童
渇母が婚姻によらないで懐胎した児童
渇父または母が法令により１年以上拘禁されている児童
渇父母が離婚した児童
渇父または母が重度の障がいを有する児童

都
・
市

育　

成　

手　

当

児　

童　

育　

成　

手　

当
平成３０年中の所得が、表１の限度額
以上の場合（令和２年６月分の支給
から、元年中の所得になります）
児童が、施設に入所しているとき

申請のあった翌月分から、６
月、１０月、２月に、前月までの
４か月分を銀行振込により支給２５,０００円

市内に住所があり、２０歳未満で心身に障がいがあり、その程
度が次のいずれかに該当する方を扶養している方
渇知的発達障がいで愛の手帳１～３度の方
渇身体障がいで身体障害者手帳１・２級の方
渇脳性まひまたは進行性筋萎（い）縮症の方

障
害
手
当

印鑑、戸籍全部
事項証明書、銀
行口座番号ほか

全部支給 ４３,１６０円
（児童２人目１０,１９０円、３人
目から１人につき６,１１０円を
加算）

一部支給 ４３,１５０～１０,１８０円
（児童２人目１０,１８０～５,１００
円、３人目から１人につき
６,１００～３,０６０円を加算）

市内に住所があり、次のいずれかに該当する１８歳に達した日
の属する年度の末日以前の児童（身体障害者手帳１～３級お
よび４級の一部、愛の手帳１～３度程度の児童、あるいはこ
れらと同等の精神障がいを有する児童は２０歳未満）を養育し
ている父、母または養育者
渇父母が離婚した児童
渇父または母が死亡した児童
渇父または母が生死不明である児童
渇父または母に１年以上遺棄されている児童
渇父または母が、父または母の申し立てにより保護命令を受
けている児童
渇父または母が法令により１年以上拘禁されている児童
渇母が婚姻によらないで懐胎した児童
渇父または母が重度の障がいを有する児童

国

児　

童　

扶　

養　

手　

当
渇平成３０年中の所得が、表２の限度
額以上の場合
渇手当額以上の公的年金を受給して
いる場合

申請のあった翌月分から、奇数
月に、前月および前々月分を銀
行振込により支給

児童が、幼稚園、保育園、児童発達
支援センター等に在籍しているとき

９月、３月に、当月までの分を
銀行振込により支給
なお、申請に基づき、年度内に
おいて該当する月分から支給

銀行口座番号ほ
か７,３００円

市内に住所があり、４月１日現在満３歳～５歳で、公的補助
のない無認可保育施設に月の初日から月１５日以上かつ１日４
時間以上在籍している児童の保護者

市
愛
育
手
当

渇６５歳以上の新規申請はできません
渇平成３０年中の所得が、表３の限度
額以上の場合
渇難病者福祉手当を受けているとき
渇手当を受けられる方が２０歳未満で
その保護者が児童育成手当の障害手
当を受けているとき
渇施設に入所しているとき

申請のあった月分から、４月、
８月、１２月に、前月までの４か
月分を銀行振込により支給

印鑑、身体障害
者手帳または愛
の手帳、銀行口
座番号ほか

渇身体障害者手帳１・２級、
愛の手帳１～３度、脳性ま
ひ、進行性筋萎縮症の方
 １５,５００円
渇上記の方が２０歳未満の場合
 ９,５００円
渇身体障害者手帳３・４級、
愛の手帳４度の方 ６,５００円
渇身体障害者手帳５・６級の
方 １,５００円

市内に住所があり、身体障害者手帳１～６級、愛の手帳１～
４度および脳性まひ、進行性筋萎（い）縮症による障がいの
ある方

都
・
市

心
身
障
害
者

福
祉
手
当

障　
　
　

が　
　
　

い　
　
　

等　
　
　

の　
　
　

あ　
　
　

る　
　
　

方　
　
　

の　
　
　

手　
　
　

当

渇平成３０年中の所得が、表４の限度
額以上の場合
渇障がいを支給理由とする、公的年
金を受給している場合
渇児童が、施設に入所しているとき

申請のあった翌月分から、４
月、８月、１１月に、前月（１１月
は当月）までの４か月分を銀行
振込により支給

印鑑、戸籍全部
事項証明書、指
定の診断書、銀
行口座番号ほか
（※１）

児童１人につき
　重度の場合 ５２,５００円
　中度の場合 ３４,９７０円

市内に住所があり、次のいずれかに該当する２０歳未満の児童
を養育している方
渇身体障害者手帳１～３級程度の児童
渇愛の手帳１～３度程度の児童
渇長期間安静を要する病状または精神の障がいにより日常生
活に著しい制限を受ける児童

国

特
別
児
童

扶
養
手
当

渇平成３０年中の所得が、表５の限度
額以上の場合
渇施設に入所しているとき
渇病院等に３か月を超えて入院して
いるとき

申請のあった翌月分から、５
月、８月、１１月、２月に、前月
までの３か月分を銀行振込によ
り支給

２７,３５０円
市内に住所があり、重度の障がいがあるため、日常生活にお
いて常時特別の介護を必要とする２０歳以上の方（おおむね身
体障害者手帳１・２級、愛の手帳１・２度程度の障がい、疾
病あるいは精神障がいが重複している方）

特
別
障
害
者

手　
　
　

当
渇本人または扶養義務者等の平成３０
年中の所得が、表５の限度額以上の
場合
渇施設に入所しているとき
渇障がい年金等を受給している児童

１４,８８０円

市内に住所があり、重度の障がいがあるため、日常生活にお
いて、常時介護を必要とする程度の状態にある２０歳未満の児
童（おおむね身体障害者手帳１級および２級の一部、愛の手
帳１度および２度の一部、あるいはこれらと同等の疾病、精
神障がいの児童）

障
害
児
福
祉

手　
　
　

当
渇特別障害者手当、障害基礎年金の
いずれかを受給している場合
渇平成３０年中の所得が、表５の限度
額以上の場合
渇施設に入所したとき

害害害１４,８８０円市内に住所があり、２０歳以上の方で、制度改正（昭和６１年４
月１日）前の福祉手当を受給している方

福
祉
手
当

（
経
過
措
置
）

渇申請時に６５歳以上の場合
渇平成３０年中の所得が、表５の限度
額以上の場合
渇施設に入所しているとき
渇病院に３か月を超えて入院してい
るとき

申請のあった月分から、毎月２０
日ごろに、前月分を銀行振込に
より支給

印鑑
（※１）６０,０００円

市内に住所があり、次のいずれかの障がい要件に該当する方
渇重度の知的障がいで、日常生活について常時複雑な配慮を
必要とする程度の著しい精神症状を有する方
渇重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している方
渇重度の肢体不自由で、両上肢および両下肢の機能が失わ
れ、かつ、座っていることが困難な方

都

重
度
心
身

障
害
者
手
当

▷平成３０年中の所得が、表３の限度
額以上の場合
▷施設に入所しているとき
▷心身障害者福祉手当を受けている
とき
▷手当を受けられる方が２０歳未満で
その保護者が児童育成手当の障害手
当を受けているとき

申請のあった月分から、７月、
１１月、３月に、当月までの４か
月分を銀行振込により支給

特定医療費（指
定難病）受給者
証またはマル都
医療券、銀行口
座番号ほか

７,０００円市内に住所があり、特定医療費（指定難病）受給者証または
マル都医療券をお持ちの方市

難
病
者

福
祉
手
当

※１　上記必要書類のほか、個人番号確認書類（通知カード等）、本人確認書類（運転免許書証等）や代理の方が申請する場合は、委任状等が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください

表１　児童手当・児童育成手当　所得制限限度額
児童育成手当

（育成手当・障害手当）児童手当税法上の
扶養人数

３６８万４千円６３０万円０人
４０６万４千円６６８万円１人
４４４万４千円７０６万円２人
４８２万４千円７４４万円３人

以降１人増えるごとにそれぞれ３８万円加算
※社会保険料控除分（一律８万円）を含む金額です
※所得額は、収入から必要経費などを差し引いた額（給与所得者の場
合は給与所得控除後の金額）です
※このほかに、各種控除（医療費控除、寡婦控除、障害者控除等）を
所得額から差し引ける場合があります

各種手当の申請はお済みですか？転入者のみなさん

　下表の手当は、市外から転入してきた場合、申請をしないと受け
ることができません。該当要件を満たす方で、まだ申請していない
方は、お早めに手続きをしてください。
※すでに受給している方は、申請の必要はありません

■申請・問合先
渇子どもの手当＝子育て支援課手当助成係（市役所第二庁舎３階☎０４２−３８７−９８３９）
渇障がい等のある方の手当＝自立生活支援課障害福祉係（同２階☎０４２−３８７−９８４２）

表２　児童扶養手当　所得制限限度額
配偶者・扶養義務者
および孤児等の養育者

受給者本人扶養親族
等の数 一部支給全部支給

２３６万円１９２万円４９万円０人
２７４万円２３０万円８７万円１人
３１２万円２６８万円１２５万円２人
３５０万円３０６万円１６３万円３人

以降１人増えるごとにそれぞれ３８万円加算

表３　心身障害者福祉手当・難病者福祉手当　
所得制限限度額

所得制限限度額（※２）扶養親族等の数
３６０万４千円０人
３９８万４千円１人
４３６万４千円２人
４７４万４千円３人

以降１人増えるごとに３８万円加算

表４　特別児童扶養手当　所得制限限度額
②配　偶　者
　扶養義務者①受給者本人扶養親族等の数

６２８万７千円４５９万６千円０人
６５３万６千円４９７万６千円１人
６７４万９千円５３５万６千円２人
６９６万２千円５７３万６千円３人

以降１人増えるごとに①３８万円②２１万３千円加算

表５　特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当（経過措置）・重度心身障害者手当　所得制限限度額
③重度心身障害者
　扶養義務者（※２）

②特別障害者手当等
　扶 養 義 務 者①受給者本人扶養親族等の数

３６０万４千円６２８万７千円３６０万４千円０人
３９８万４千円６５３万６千円３９８万４千円１人
４３６万４千円６７４万９千円４３６万４千円２人
４７４万４千円６９６万２千円４７４万４千円３人

以降１人増えるごとに①３８万円②２１万３千円③３８万円加算
※２　２０歳以上の方は本人の所得、２０歳未満の方は扶養義務者等の所得



7 2・5・1 各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。
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５月１２日は
民生委員・
児童委員の日

令和２年４月１日現在民生委員・児童委員　担当地区一覧
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菖
蒲 
湯

し
ょ
う
ぶ

時

所

対

他

問

電　話担当者担当地区（北部）

０９０−４６１０−９６９８小野寺優子梶野町１丁目

欠員　〃　２丁目

欠員　〃　３丁目

欠員　〃　４丁目１〜７・１２〜１４番

０４２２−５４−８０５５堀口実枝子　〃　４丁目８〜１１・１５〜２１番

０４２−３８３−２１４９一色清志　〃　５丁目

０４２−３８５−９９７２中村裕子桜町１丁目１・２・９〜１２番

０４２−３８１−３９５２野﨑玲子 〃 １丁目３〜８・１３〜１５番

０４２−３８１−６０４３尾崎庸子 〃 ２・３丁目

０４２−３８１−１４７０鴨下公夫緑町１丁目

０４２−３８３−３４７３髙橋秀樹 〃 ２丁目１〜１０・１５番　

０４２−３８５−７００２太田吉子 〃 ２丁目１１〜１４・１６・１７番

０４２−３８７−２０５５堀井鈴代 〃 ３丁目１〜３・１１〜１５番

０９０−９９６０−８０１３村田佳織里 〃 ３丁目４〜１０番

０４２−３８８−１７６１奥山栄美 〃 ４丁目１〜５・１３〜１８番

０４２−３８３−５５００根本恵美子 〃 ４丁目６〜１２番

０４２−３８１−５７５５須沢清子 〃 ５丁目１〜３・１３〜１８番

０４２−４０３−３４３６岳尾好江 〃 ５丁目４〜１２・１９〜２２番

０４２−３８１−５８５４松島豊関野町全域

０４２−３８５−３３３９井出悦弘本町２丁目１・３・４・６〜８・
１７〜２０番

０９０−１７６２−９０２３福岡貴子 〃 ２丁目２・５・９〜１６番

０４２−３８１−４０３６大久保美千子 〃 ３丁目１〜５番

０４２−３８１−３８９３米田秀子 〃 ３丁目６〜１４番

０４２−３８５−５６９３長谷川嘉子 〃 ４丁目５〜８番（本町住宅）

０４２−３８４−６５０８青山清美 〃 ４丁目（本町住宅を除く）

０４２−３８７−２１１８清水尚美 〃 ５丁目３〜７・２５〜３５・４０・
４１番

０４２−３８４−５０８３昼間容子 〃 ５丁目１１〜１９・３８番

０４２−３８１−０４８８野村直子 〃 ５丁目１・２・８〜１０・２０〜
２４・３６・３７・３９番

０８０−５０２０−０５８１八木尚子
北部地区担当主任児童委員

欠員

電　話担当者担当地区（東部）

０４２−３８８−６１３０持田晴子東町１丁目２〜１４番

０４２−３８３−２０６０井川妙子 〃 １丁目１５・２７〜３５番

０４２−３８３−５９５３永並和子 〃 １丁目１・１６〜２６番

欠員 〃 １丁目３６〜４５番

欠員 〃 ２丁目１〜５・１９・２０番

０４２２−３２−２８２１古宮景子 〃 ２丁目６〜１８・２９〜３１番

０４２２−３２−７７３２青松佐枝 〃 ２丁目２１〜２８番

０４２２−３１−８２０２島田安雄 〃 ３丁目

０４２−３８７−７３５９松浦早紀子 〃 ４丁目８〜２０番

０４２−３８４−０９３９滝澤裕美 〃 ４丁目１〜７・２１〜３０番

０４２−３８２−７１８５星野千恵子 〃 ４丁目３１〜４６番

０４２−３８６−２０２３森二三代 〃 ５丁目１〜１８番

０４２−３０１−７６３８門井睦美 〃 ５丁目１９〜３１番

欠員中町１丁目１〜６・１１〜１５番

欠員 〃 １丁目７〜１０番

０４２−３８３−３１９１吉田芳代 〃 ２丁目８〜１８・２４番

０４２−３８３−３６３８熊井和美 〃 ２丁目１〜７・１９〜２３番

０４２−３８２−９０５０小堀哲朗 〃 ３丁目１〜１３番

０４２−３８５−８６５０布目陽子 〃 ３丁目１４〜２６番

０５０−５２７７−５２５２細淵重信 〃 ４丁目１〜８・１０〜１２番

０４２−３０１−８５５２永井紀子 〃 ４丁目９・１３〜１８番

欠員本町１丁目１〜８番

０４２−３８３−４８９７大久保信子 〃 １丁目９〜２０番

０４２−３８４−０１３４池内清三 〃 ６丁目

０４２−３８５−６３３５浦野知美
東部地区担当主任児童委員

０４２−３８３−７３８７古源美紀

電　話担当者担当地区（西部）

０４２−３８１−７４０６雫時子貫井北町１丁目１・８〜１６・２３
〜２６番

欠員　 〃　 １丁目２〜７・１７〜２２
番

０４２−３８４−３５０１川畑美和子　 〃　 ２丁目・３丁目４・５
番・４丁目

０４２−３２４−９７８０中島和子　 〃　 ３丁目６〜２２・３１番

欠員　 〃　 ３丁目２３〜２８番・公務
員住宅

欠員　 〃　 ３丁目２９・３０・３２〜４０番

０４２−３２１−２３６０山田礼子　 〃　 ５丁目１・３・１８〜３０番

欠員　 〃　 ５丁目２・４〜１７番

０４２−３８１−８６７３緒方澄子貫井南町１丁目１〜１０・２２〜２７
番

０４２−３０１−７１６５平田玉恵　 〃　 １丁目１１〜２１番

０４２−３８８−１１３２稲葉敦子　 〃　 ２丁目

０４２−３８１−６０１６渕上直美　 〃　 ３丁目

０４２−３８５−０１１１鈴木幸子　 〃　 ４丁目１〜１６番

０４２−３８２−７８３７大平幸子　 〃　 ４丁目１７〜３０番

欠員　 〃　 ５丁目１〜６番

０４２−３８３−８４２３貞包孝子　 〃　 ５丁目７〜２１番

０４２−３８６−０８６９藤川真理子前原町１丁目

０４２−３０１−９８６１鈴木寛　〃　２丁目１〜６・１４〜１９番

欠員　〃　２丁目７〜１３・２０〜２４番

０４２−３８１−０９６６髙木貴子　〃　３丁目１〜４・１４〜２１番

０４２−３８６−１２３１星野洋子　〃　３丁目２４・２７〜４１番

０４２−３０１−６０４５池ノ上寛子　〃　３丁目５〜１３・２２・２３・
２５・２６番

０４２−３８５−８８３６立石静子　〃　４丁目１〜１２番

欠員　〃　４丁目１３〜２３番

０４２−３０１−０６８６村澤トキイ　〃　５丁目１〜９番

欠員　〃　５丁目１０〜２０番

０４２−３８８−７８７８小峰優子
西部地区担当主任児童委員

欠員
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%
%
%
%
%
%

　民生委員・児童委員の日は、大正６年５月１２日に民生委員制度の源となる
済世顧問制度が誕生したことにちなみ、昭和５２年に創設されました。
 地域福祉課地域福祉係（☎０４２−３８７−９９１５）

噛民生委員・児童委員噛

　民生委員・児童委員は民生委員法および児童福祉法により、厚生労働大臣
からの委嘱を受けて、地域の方々の相談窓口となり、行政や関係機関とのパ
イプ役を務めています。市には、現在６６人の民生委員・児童委員がおり、そ
れぞれの担当区域内で活動しています。
　民生委員・児童委員の活動は、担当地域の住民が抱える問題についての相
談にのり、社会福祉の制度やサービスについての情報提供や、福祉需要に応

問

じたサービスが得られるように関係行政機関などに連絡し、必要な対応を促
します。　
　民生委員は児童福祉法による児童委員を兼ねていますので、関係機関との
連携や地域の子どもの見守り等、児童福祉の向上にも努めています。
　担当地域が欠員の地区は、近隣の民生委員・児童委員が相談を受けますの
で、地域福祉課までご連絡ください。

噛主任児童委員噛

　主任児童委員は子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・
児童委員です。学校、子ども家庭支援センター、児童相談所等と連携して、
児童福祉の向上に努めています。

民民生生委委員員・・児児童童委委員員民生委民生委員員・・児童委児童委員員
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皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
活
動

資
金
は
、
国
内
外
を
問
わ
ず
、
災

害
等
で
苦
し
ん
で
い
る
方
々
の
救

援
活
動
、
愛
の
献
血
、
福
祉
施

設
・
病
院
の
経
営
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
赤
十
字
事
業
に
使
わ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
昨
年
は
、　
３１５

万
１
千　

円
の
ご
協
力
を
い
た
だ

８１８

き
ま
し
た
。

　

今
年
度
も
皆
さ
ん
の
善
意
を
お

寄
せ
い
た
だ
く
た
め
、
ご
自
宅

に
、
赤
十
字
協
賛
委
員
（
町
会
・

自
治
会
役
員
の
方
）
が
お
願
い
に

伺
い
ま
す
。
赤
十
字
事
業
に
ご
理

解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
赤
十
字
奉
仕
団
員
募
集
】

　

赤
十
字
奉
仕
団
は
、
日
本
赤
十

字
社
に
お
け
る
奉
仕
者
組
織
の
一

員
と
し
て
、
赤
十
字
の
人
道
・
博

愛
の
精
神
に
基
づ
き
、
自
ら
進
ん

で
赤
十
字
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
地
域
社
会
に
即
し
た
諸
活
動

を
行
う
団
体
で
す
。

　

団
員
を
随
時
募
集
し
て
い
ま

す
。
一
緒
に
奉
仕
活
動
を
し
ま
せ

ん
か
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
活
動
内
容
▽
各
種
イ
ベ
ン
ト
で

の
赤
十
字
Ｐ
Ｒ
活
動
・
チ
ャ
リ
テ

ィ
ー
バ
ザ
ー
実
施
▽
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
で
の
各
種
奉
仕
活
動
▽

献
血
推
進
活
動
▽
防
災
訓
練
へ
の

参
加
（
炊
き
出
し
な
ど
）

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

日
本
赤
十
字
社
東
京
都
支
部
小

金
井
市
地
区
事
務
局
（
地
域
福
祉

課
地
域
福
祉
係
内
☎　

儿　

儿
９

０４２

３８７

９
１
５
）

問

予
防
接
種
等
保
健
衛
生
事
業
は
健
康
ガ
イ
ド
へ ・

どど
もも

子子

育育
てて

子子

子
ど
も
の
笑
顔
を
み
ん
な
で
守
る

虐
待
か
な
？
と
思
っ
た
ら

（
通
告
・
相
談
）

・
連
絡
は
匿
名
で
行
う
こ
と
も
可
能

で
す

・
連
絡
者
や
連
絡
内
容
に
関
す
る
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す

▽
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

（
相
談
窓
口
）

☎　

儿　

儿
３
１
４
６
＝
月
曜
～
土

０４２

３２１

曜
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時

▽
児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル

（
緊
急
時
）

☎ 
１  
８  
９ 

い
ち 
は
や 
く

※
お
近
く
の
児
童
相
談
所
に
つ
な

が
り
ま
す

※
☎
１
８
９
が
つ
な
が
ら
な
い
場

合
は
、
☎
０
５
７
０
儿　

儿　

へ

０６４

０００

 　

５
月
期
分
＝
３
～
４
月
分

■
振
込
日
５
月
８
日
（
金
）

　

振
込
日
以
降
、
通
帳
で
お
確
か

め
く
だ
さ
い
。
金
融
機
関
に
よ
っ

て
は
２
・
３
日
遅
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
▽
振
込
日
以
降
、

７
日
を
過
ぎ
て
も
振
り
込
ま
れ
な

い
場
合
▽
氏
名
、
住
所
、
口
座
を

変
更
し
た
場
合
▽
施
設
に
入
所
し

た
場
合 

子
育
て
支
援
課
手
当
助

成
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
３
９
）

０４２

３８７

児
童
扶
養
手
当
の
支
給

問

 　

助
産
師
さ
ん
を
囲
ん
で
お
話
し

し
ま
せ
ん
か
。

 

６
月
５
日
（
金
）
午
後
２
時
～

３
時　

分 

東
小
金
井
駅
開
設
記

１５

念
会
館
・
マ
ロ
ン
ホ
ー
ル 

０
歳

児
と
保
護
者 

８
組
（
多
数
抽

選
） 

５
月　

日
ま
で
に
、
電
話

２２

ま
た
は
直
接
、
子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ー
（
☎　

儿　

儿
３
１
４

０４２

３２１

１
＝
月
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除

く
）
へ

   

７
月　

日
、
９
月　

日
い
ず
れ

１２

２０

も
日
曜
日
午
後
３
時
か
ら
（　

分
３０

程
度
） 

公

民
館
東
分
館

 

３
歳
～
小

学
校
２
年
生

程
度 

当
日

直
接
会
場
へ

 

図
書
館
東
分
室
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８３

４
５
５
０
）

赤
ち
ゃ
ん
の
集
ま
り

時

所

対

定

申
図
書
館
東
分
室
お
は
な
し
会

時

所

対

申

問

 　

登
録
を
希
望
す
る
方
の
た
め

に
、
会
則
、
援
助
活
動
ま
で
の
流

れ
、
仕
組
み
を
説
明
し
ま
す
。

 

５
月　

日
（
土
）
午
前　

時
～

１６

１０

　

時　

分 

東
小
金
井
駅
開
設
記

１１

３０

念
会
館
・
マ
ロ
ン
ホ
ー
ル 

▽
依

頼
会
員
＝
市
内
在
住
で
、
原
則
生

後　

日
～
小
学
生
の
子
ど
も
と
同

５７
居
し
て
い
る
方
▽
協
力
会
員
＝
援

助
活
動
に
関
心
の
あ
る　

歳
以
上

２０

の
方
（
協
力
会
員
講
習
会
へ
の
参

加
が
必
要
で
す
） 

保
育
あ
り

（
要
事
前
申
込
） 

５
月
２
日
か

ら
、
電
話
で
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ

ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
（
☎　

儿　

儿

０４２

３２０

１
７
０
１
＝
日

曜
・
祝
日
を
除

く
午
前
９
時
～

午
後
５
時
）
へ

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
会
員
説
明
会

時

所

対

他申

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

　東京都では、受験生チャレンジ
支援貸付事業として、中学校３年
生・高校３年生およびそれに準じ
るお子さんがいる一定所得以下の
世帯に、学習塾等受講料および高
校・大学等受験料の貸し付けを行
っています。高校・大学等に入学
すると申請により貸付金の返済が
免除されます。
【学習塾等受講料貸付金】
　中学校３年生・高校３年生およ
びそれに準じる方＝２０万円
【高校・大学等受験料貸付金】

　高校受験＝２万７千４００円（１
回あたり上限２万３千円・４回ま
で）、大学受験＝８万円
■申請期限令和３年２月上旬
 渇貸し付けには一定の要件を満
たす必要があります渇申し込みに
は数日かかるので、お早めにお申
し込みください
■相談・受付窓口自立相談サポー
トセンター（社会福祉協議会内☎
０４２栗３８６栗０２９５）
 地域福祉課地域福祉係（☎０４２ 
栗３８７栗９９１５）

他

問

学習塾等受講料貸付金
　　　高校・大学等受験料貸付金

　妊娠期から乳幼児期に必要な母子保健情報や、予防接種などの情報提供を行う
ホームページ（こがねいっこ健康ナビ）を開設しています。
　マイページ登録をすると、妊娠週数やお子さんの年齢に合わせた情報の受信
や、予防接種のスケジュールを組むことができる機能の利用ができます。ぜひ、
パソコンやスマートフォンなどから登録してください。

こがねいっこ健康ナビをご利用ください

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

 

渇妊婦支援メール
渇乳幼児食育メール
渇子どもの健診日程や相談事業日程の
確認
渇予防接種スケジューラー機能
渇各種教室案内
渇ママやパパの健康情報
渇医療機関一覧
渇子どもの身長や体重の成長記録など
 

渇携帯電話の方は、下記ＱＲコードか
ら登録してください
渇パソコン等の方は、
右記ＵＲＬを参照し、
登録してください

ご利用できるサービス

ご利用方法

 

　最近自治体名をかたって、メールア
ドレスを登録させる悪質な電子メール
等が増えています。市では、個別に電
子メールで登録案内を行うことは、一
切ありませんので、十分ご注意くださ
い。
■ホームページＵＲＬhttp://koganei. 
city-hc.jp/
 妊婦および０
～５歳児の保護
者
 無料※通信料
は利用者負担
 健康課（☎０４２
−３２１−１２４０）

悪質なメールにご注意

対

￥

問

子育て相子育て相談談

日
本
赤
十
字

日
本
赤
十
字
社社

赤
十
字
事
業

赤
十
字
事
業
にに

ご
理
解
・
ご
協
力

ご
理
解
・
ご
協
力
をを

ひとりで抱えずご利用くださひとりで抱えずご利用くださいい

渇子ども家庭支援センター（☎０４２−３２１−３１４６＝月曜～土曜
日午前９時～午後５時）
渇同センターゆりかご（☎０４２−３２１−３１４１＝火曜～土曜日午
前１０時～午後４時）
渇各児童館（本町児童館＝☎０４２−３８３−１１７６、東児童館＝☎
０４２−３８３−１１７７、貫井南児童館＝☎０４２−３８３−９７７７、緑児童
館＝☎０４２−３８３−６９１０）

市の電話相談窓市の電話相談窓口口

都の相談窓都の相談窓口口
【ＬＩＮＥ相談−子ゴコロ・親ゴコロ相談＠東京】
 午前９時～午後１１時（午後１０時３０分最終受
付。土曜・日曜・祝日は５時まで）
【よいこに電話相談室】
■電話番号☎０３−３３６６−４１５２、聴覚言語障が
い者用＝ ０３−３３６６−６０３６
 午前９時～午後９時（土曜・日曜・祝日は５時まで）

−◇共　通◇−
 市子育て支援課子ども家庭支援センター（☎０４２−３２１−
３１６１）、市児童青少年課（☎０４２−３８７−９８４７）、都福祉保健
局少子社会対策部計画課（☎０３−５３２０−４１３７）

時

FAX
時

問

ＬＩＮＥ登録用ＱＲコード
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お
口
ポ
カ
ン
？

　

口
腔
機
能
発
達
不
全
症
を
ご

存
知
で
す
か
。

　
　

歳
未
満
の
小
児
で
障
害
が

１５
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
食
べ

る
、
話
す
な
ど
の
口
の
機
能
が

十
分
に
発
達
し
て
い
な
い
か
、

正
常
に
機
能
し
て
い
な
い
た
め

歯
科
で
の
指
導
が
必
要
な
状
態

を
い
い
ま
す
。　

生
涯
を
通
じ

て
成
長
や
健
康
に
悪
影
響
を
及

ぼ
す
た
め
、
早
期
の
発
見
と
対

処
が
重
要
で
す
。

　

食
べ
た
り
、
飲
み
込
ん
だ
り

が
上
手
に
で
き
な
い
、
発
音
が

不
明
瞭
、
鼻
で
呼
吸
せ
ず
口
で

呼
吸
す
る
な
ど
の
症
状
が
あ
り

ま
す
が
お
口
が
ポ
カ
ン
と
開
い

て
る
場
合
は
注
意
が
必
要
で

す
。

　
「
お
口
ポ
カ
ン
」は
だ
液
の
量

が
減
り
む
し
歯
や
歯
周
病
の
原

因
に
な
り
ま
す
。
ま
た
口
臭
の

原
因
に
も
な
り
ま
す
。

　
「
お
口
ポ
カ
ン
」は
歯
並
び
が

悪
く
な
り
、
あ
ご
の
骨
の
成
長

に
悪
影
響
が
で
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
歯
が
重
な
っ
た
り
、
上

の
前
歯
が
前
に
出
た
り
、
奥
歯

を
噛
み
合
わ
せ
て
も
前
歯
が
閉

じ
な
い
状
態
な
ど
に
な
り
や
す

く
な
り
ま
す
。
結
果
と
し
て
か

め
な
い
、
食
べ
ら
れ
な
く
な
る

等
、
さ
ら
な
る
影
響
を
引
き
起

こ
し
ま
す
。

　
「
お
口
ポ
カ
ン
」は
細
菌
や
ウ

イ
ル
ス
感
染
の
リ
ス
ク
が
高
く

な
り
ま
す
。
口
が
開
く
子
は
口

で
呼
吸
す
る
の
で
鼻
が
空
気
中

の
細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
侵
入
の
フ

ィ
ル
タ
ー
の
役
目
を
せ
ず
風
邪

や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
を
起

こ
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
ま
た

の
ど
の
病
気
も
起
こ
し
や
す
く

な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
改
善
す
る
た
め
に

は
唇
の
力
や
舌
の
力
を
強
く
し

た
り
、
舌
の
位
置
、
指
し
ゃ
ぶ

り
な
ど
の
癖
、
食
事
の
仕
方
、

姿
勢
な
ど
の
改
善
が
必
要
で

す
。

　

お
子
様
が
テ
レ
ビ
を
見
て
い

る
時
や
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
る

時
、
お
口
を
ポ
カ
ン
と
開
け
て

い
ま
せ
ん
か
。

　

気
に
な
る
方
は
か
か
り
つ
け

の
歯
科
医
院
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
将
来
の
加
齢
に
よ
る
口
腔

機
能
の
衰
え
を
防
ぐ
た
め
に

も
、
子
供
の
う
ち
の
口
の
機
能

の
向
上
が
不
可
欠
で
す
。

　

小
金
井
歯
科
医
師
会

　
　
　
　
　
　
　

田
中　

康
雅

  
【
①
桜
町
病
院
】

 

７
月
１
日
～
９
月　

日
の
火

３０

曜
・
水
曜
・
金
曜
日
の
午
後 
　

１００

人
（
多
数
抽
選
）

【
②
小
金
井
つ
る
か
め

　

ク
リ
ニ
ッ
ク
】

 

７
月
１
日
～
９
月　

日
（
日
曜

３０

日
を
除
く
。月
曜
・
水
曜
・
木
曜
日

は
午
前
の
み
実
施
） 　

人（
多
数

２００

抽
選
）

【
③
東
小
金
井
さ
く
ら

　

ク
リ
ニ
ッ
ク
】

 

７
月
１
日
～
９
月　

日
の
月
曜

３０

～
金
曜
日
（
水
曜
日
の
午
後
を
除

く
） 
　

人
（
多
数
抽
選
）

１００
們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
検
査 

令
和

３
年
３
月　

日
現
在　

歳
以
上
の

３１

４０

女
性
で
、
平
成　

年
４
月
以
降
に

３１

市
の
乳
が
ん
検
診
を
受
診
し
て
い

な
い
方
。
な
お
、
次
の
方
は
受
診

で
き
ま
せ
ん
▽
現
在
授
乳
中
、
妊

娠
中
、
断
乳
後
６
か
月
以
内
の
方

▽
乳
房
疾
患
で
治
療
中
、
経
過
観

察
中
、
手
術
後
の
方
▽
ま
っ
す
ぐ

に
立
つ
こ
と
が
難
し
い
方
▽
心
臓

に
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
を
装
着
し
て

い
る
方
▽
豊
胸
手
術
を
し
た
方 

２
千
円
※
生
活
保
護
世
帯
の
方
は

減
免
制
度
あ
り 

抽
選
結
果
は
、

６
月
上
旬
に
発
送
し
ま
す 

５
月

　

日
（
必
着
）
ま
で
に
、
郵
送

１５（
１
人
１
通
）
で
「
乳
が
ん
検
診

希
望
」・
希
望
医
療
機
関
名
（
①

～
③
の
い
ず
れ
か
）・
住
所
・
氏

名
・
生
年
月
日
・
電
話
番
号
を
明

記
し
、
健
康
課
へ
※
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
申
請
可

健康ガイド

貫
井
北
町
５
儿　

儿　
18

18

〒　
儿
0
0
1
5

184
健
康
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

（
☎　
儿　

儿
1
2
4
0
）

042

321

乳
が
ん
検
診

時

定

時

定

時

定

内

対

￥

他

申

  

６
月
３
日
（
水
）
午
後
１
時　
３０

分
～
３
時 

前
原
暫
定
集
会
施
設

 

古
田
昭
彦
さ
ん
（
小
金
井
歯
科

医
師
会
会
員
） 　

人
（
申
込
順
）

５０

 

５
月
１
日
か
ら
、
電
話
で
健
康

課
へ

 　

胃
が
ん
と
大
腸
が
ん
の
原
因
や

予
防
、
治
療
な
ど
に
つ
い
て
学
び

ま
す
。

 

６
月　

日
（
木
）
午
後
１
時　

１１

３０

分
～
３
時 

前
原
暫
定
集
会
施
設

 

石
橋
史
明
さ
ん
（
市
医
師
会
会

員
） 
　

人
（
申
込
順
） 

５
月

５０

１
日
か
ら
、
電
話
で
健
康
課
へ

  

５
月
８
日
（
金
）
午
前
９
時　
３０

分
～　

時　

分
、
午
後
１
時
～
４

１１

３０

時 

市
役
所
本
庁
舎
駐
車
場 
　
１６

～　

歳
の
方
※　

～　

歳
に
献
血

６４

６０

６４

経
験
の
あ
る
方
は
、　

歳
ま
で
献

６９

血
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
■
実
施

団
体
東
京
都
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ

ー 

健
康
課

  

６
月　

日
（
月
）、　

日
（
月
）

１５

２９

午
前　

時
～
午
後
１
時 

保
健
セ

１０

ン
タ
ー 

妊
娠
、
出
産
、
育
児
の

話
、
妊
婦
体
操
、 
沐 
浴
実
習
等 

も
く

お
お
む
ね　

～　

週
の
妊
婦
と
パ

１６

２７

ー
ト
ナ
ー
の
方
（
妊
娠
週
数
は
目

安
で
す
） 
　

組
（
申
込
順
）
※

２０

初
産
婦
の
方
優
先 

５
月
１
日
か

ら
、
電
話
で
健
康
課
へ

歯
科
健
康
講
演
会

口
腔
機
能
低
下
ス
ト
ッ
プ

大
作
戦

儿
今
日
か
ら
さ
っ
そ
く

　

介
護
予
防

時

所

講

定

申健
康
講
演
会

胃
が
ん・
大
腸
が
ん
に
つ
い
て

時

所

講

定

申

愛
の
献
血

時
所

対

問両
親
学
級
ひ
ま
わ
り
ク
ラ
ス

（
平
日
２
日
間
コ
ー
ス
）

時

所

内

対

定

申

  

６
月　

日
（
月
）
午
後
１
時
か

１５

ら
、
１
時　

分
か
ら
、
１
時　

分

１５

３０

か
ら
（
終
了
は
３
時
ご
ろ
） 

保

健
セ
ン
タ
ー 

お
お
む
ね　

～　
１６

２７

週
の
妊
婦
の
方 
　

人
（
申
込

２０

順
） 

５
月
１
日
か
ら
、
電
話
で

健
康
課
へ

 
【
２
回
食
へ
の
進
め
方
】

 

６
月　

日
（
木
）
午
後
２
時　

１８

４５

分
～
４
時　

分 

お
お
む
ね
６
～

１５

７
か
月
児
の
保
護
者 
　

人
（
申

１５

込
順
）

【
３
回
食
へ
の
進
め
方
】

 

６
月　

日
（
木
）
午
後
１
時　

１１

３０

分
～
３
時　

分 

お
お
む
ね
８
～

３０

　

か
月
児
の
保
護
者 
　

人
（
申

１１

１８

込
順
）們

們
◇
共　

通
◇
們
們

 

保
健
セ
ン
タ
ー 

管
理
栄
養

士
・
歯
科
衛

生
士
に
よ
る

講
義
、
試
食

な
ど 

母
子

同
室
で
す 

５
月
１
日
か
ら
、
電
話
で
健
康
課

へ
  

６
月　

日
～　

日
の
毎
週
木
曜

１１

２５

日
午
前
９
時
か
ら
（
受
け
付
け
は

９
時　

分
ま
で
） 

保
健
セ
ン
タ

１５

ー 

歯
磨
き

練
習
、
栄
養

講
話
な
ど
※

む
し
歯
予
防

教
室
受
講

後
、
希
望
者
は
引
き
続
き
歯
科
健

診
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
終
了
は　

時　

分
ご
ろ
） 

平

１１

３０

成　

年　

月
生
ま
れ
（
２
歳
６
か

２９

１１

月
）
～
令
和
元
年
５
月
生
ま
れ

妊
婦
歯
科
健
診

時

所

対

定

申
離
乳
食
教
室

時

対

定

時

対

定

所

内

他

申

む
し
歯
予
防
教
室

時

所

内

対

（
１
歳
）
の
子
ど
も
※
転
入
等
で

対
象
年
齢
を
過
ぎ
て
い
る
場
合

は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い 

各
日　
１２

人（
申
込
順
） 

５
月
１
日
か
ら
、

電
話
で
健
康
課
へ

 　

親
子
で
栄
養
バ
ラ
ン
ス
を
考
え

定

申

親
子
健
康
教
室

た
ラ
ン
チ
作
り
と
楽
し
い
運
動
を

し
ま
す
。
医
師
か
ら
パ
パ
ヘ
メ
タ

ボ
予
防
講
義
も
あ
り
ま
す
。

 

６
月　

日
（
土
）
午
前
９
時　

２０

３０

分
～
午
後
２
時 

保
健
セ
ン
タ
ー

 

小
学
生
と
父
親 
　

組
（
申
込

１５

順
） 

５
月
１
日
か
ら
、
電
話
で

健
康
課
へ

時

所

対

定

申

⑥手首も忘れずに
洗います。十分
に水で流し、清
潔なタオル等で
よくふき取って
乾かします。

③指先・爪の間を
念入りにこすり
ます。

⑤親指と手のひら
をねじり洗いま
す。

②手の甲をのばす
ようにこすりま
す。

④指の間を洗いま
す。

①流水でよくぬら
した後、石けん
をつけ、手のひ
らをよくこすり
ます。

写
真
提
供
：
東
京
都
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー

○正しい手洗いの方法

【咳エチケット】
　咳やくしゃみが出るときは、ほかの人にうつさないため
にマスクを着用しましょう。マスクを持っていない場合
は、ティッシュや腕の内側などで口と鼻を覆い、直接人に
かからないようにしましょう。
【手洗い】
　外から帰ったときや咳・くしゃみを手で覆ったときな
ど、こまめに手を洗いましょう。手洗い後は、十分に水で
流し、ペーパータオルや清潔なタオルでよくふき取って乾
かしましょう。手ふき用タオルは共有せず、ペーパータオ
ル等を使い、毎回タオルを交換するか、個人用タオルを利
用しましょう。
　正しい手洗いの方法については、右記のとおりです。

感染症予防のポイント



102・5・1市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分〜午後５時です。（正午〜午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1

掲載内容の詳細は、主催者にお問い合わせください。

 

●パパ・ママ親子教室＆ヨガ　 ５
月１０日（日）午前１０時３０分〜午後０
時３０分 ０歳〜未就学児と保護者 
１０組 無料 開催場所は受付後連絡
 Ｅメールで参加者全員の氏名と当
日連絡可能な電話番号をＮＰＯ法人
ファミリーステーション・ＳＡＣＨ
Ｉ・高橋（☎０４２−３１６−７８６１ info@ 
sachimama.jp）へ
●映画「いのちの岐路に立つ〜核を
抱きしめたニッポン国」（短縮版）上
映と講演の集い　 ５月２３日（土）
午後３時〜５時３０分（２時３０分開
場） 東小金井駅開設記念会館・マ
ロンホール 市田真理さん（第５福
竜丸展示館学芸員） ５４人（当日先
着順） ５００円 千曲川・信濃川復権
の会・矢間（☎０４２−３８１−７７７０）
●第２８回小金井市本因坊戦　 ６月
７日（日）午前９時〜午後５時 公民
館東分館 五段以上（互選）、初段〜
四段、１級以下（ハンデ戦）で組分
け 市内在住・在勤・在学の方 一
般１,８００円、高校生以下１,０００円（昼
食付） ５月３１日までに、電話また
はファクスで囲碁連盟・五師（☎ 
＝０４２−３８４−７５７２）へ
●高齢者の体力測定　 ６月１８日

催催 しし ・・ 講講 座座催 し ・ 講催 し ・ 講 座座

時

対 定
￥ 他

申

糸

時

所
講

定
￥ 問

時
所

内

対 ￥

申

FAX

時

（木）午前１０時〜午後３時 総合体
育館 握力など６種目 市内在住の
おおむね６０歳以上の方 ２０人（多数
抽選） 無料 ５月２０日（必着）ま
でに、往復はがきに住所・氏名・年
齢・電話番号を明記し、悠友クラブ
連合会（〒１８４−０００４本町５−３６−
１７☎０４２−３０１−６３６３）へ
●小金井シティフォトロゲイニング
 ６月２０日（土）午前９時〜午後４
時 商工会館 チームで地図を見な
がらポイントを回るスポーツです 
３,０００円、２０歳以下２,０００円、小・中学
生５００円 ５月３１日までに、ホーム
ページ（ https://koganei-rogaini 
ng-２０１９.jimdofree.com/）から み
つまップ・杉本（☎０７０−２１９３−９５２９）
●書道体験教室　 ６月２１日、２８
日、７月１２日、１９日、８月３０日、９月
６日いずれも日曜日午前１０時〜正午
 市内公民館 ６歳〜小学生 ２０人
（申込順） ５,０００円（６回分前納） 
書道用具不要 ５月１日から、Ｅメ
ールで小金井伝統文化書道会事務
局・高原（☎０９０−８３１８−８０５９  kog 
aneishodo@gmail.com）へ
 

●歩きませんかラストウオーキング
市内遊歩道巡り（第３部）　   ５

所
内 対

定
￥ 申

時
所 内

￥

申

HP
問

時

所 対 定
￥ 他
申

糸

スス ポポ ーー ツツス ポ ース ポ ー ツツ

時所

月１７日（日）荒天中止①午前７時３０
分貫井大橋②７時５０分市役所本庁舎
③８時２０分ＪＲ東小金井駅南口集合〜
正午ごろＪＲ武蔵小金井駅解散（距離
約９.８㎞） ２００円（保険代等） 当
日直接集合場所へ 市ウオーキング
協会・浜薗（☎０４２−３８１−２２００）
●基礎代謝ＵＰピラティス　 ６月

￥ 申
問

時

３日からの水曜日、正午〜午後１時
３０分 総合体育館 ２５人（多数抽選）
 月額３,３００円 ５月１９日（必着）ま
でに往復はがきまたはＥメールで住
所・氏名・年齢・電話番号を、黄金井
倶楽部Ｐ係（〒１８４−０００５桜町２−２
−３１☎０４２−４０６−２２８０   npo.koga 
nei-club@jcom.home.ne.jp）へ

所 定
￥ 申

糸

 

◆小金井英会話サークル　原則月３
回水曜日午後７時４０分〜８時４０分、
公民館本館で。講師はアメリカ人。
初級程度。見学自由。連絡は浦川
（☎０４２２−３１−３０６７＝午後７時〜９
時）
◆楽しい中国語　原則月２回日曜日
午前１０時３０分〜正午、公民館東分館
で。発音から。初心者、中級も歓
迎。講師は中橋さん。見学可。月額
５００円。連絡は門井（☎０８０−５８６８−
７６３８）
◆小金井古文書の会　原則第１・３
土曜日午後２時〜４時、文化財セン
ターで。地域の地方文書の解読、講
師は中元幸二さん。初心者歓迎。見
学無料。連絡は吉川（☎０８０−５４６９
−０３２４）
◆英会話サークルグリーン　原則月
２回土曜日午後６時〜７時３０分、公
民館緑分館で。中級レベル。身近な
トピックスについて、講師のスミス
さんとお話しします。連絡は小野

掲載を希望する団体は、公民館各館へ｡
開催日・場所等の詳細は、各団体へ｡

（☎０９０−５１８６−１６０１）
◆なつかしい曲を歌う会　原則月１
回日曜日午前１０時３０分から、公民館
本館で。歌うことで脳を活性化し笑
顔になりましょう。講師は川合直美
さん。連絡は酢谷（☎０４２−３８８−
１３８６）へ
◆小金井サンデージョギングクラブ
毎週日曜日午前７時ごろから２時間
程度。都立野川公園で。準備運動、
ジョギング、ウオーキング。月１回
専門家指導あり。連絡は北原（☎
０９０−６４７６−６７４０）
◆囲碁・東碁会　原則毎週日曜日午
後１時〜５時、公民館東分館で。講
師は大垣結花さん。初心者歓迎。月
額１,０００円。連絡は菊池（☎０４２２−
８８−９２４８）

■応募資格中学生〜２５歳くらいの
方で構成された団体■申込書配布
５月１１日から、
公民館貫井北
分館で 公民
館貫井北分館
（☎０４２−３８５
−３４０１）

問

若若者者にによよるる自自主主講講座座
企企画画をを募募集集

若者による自主講若者による自主講座座
企画を募企画を募集集

 ７月１９日（日）午前１０時〜正午 公
民館貫井北分館 学校や学年を超えた
仲間と居場所づくり 小学校４年生〜
２５歳くらいまで
の方 ８人 電
話で公民館貫井
北分館（☎０４２
−３８５−３４０１）ま
たは図書館貫井北分室（☎０４２−３８５−
３５６１）へ

時 所
内

対

定 申

図書館貫井北分図書館貫井北分室室
公民館貫井北分館連携事公民館貫井北分館連携事業業
−−第第２２回きたまちYAひろ回きたまちYAひろばば

ス

ポ

ー

ツ

 

７
月
４
日（
土
）、５
日（
日
） 

総
合
学
院
テ
ク
ノ
ス
カ
レ
ッ
ジ
体

育
館
（
前
原
町
５
儿
１
儿　

） 
２９

利
用
方
法
等
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い 

５
月
１

日
午
後
１
時
か
ら
（
申
込
順
） 

生
涯
学
習
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興
係

（
☎　

儿　

儿
２
４
６
２
）

０４２

３８６

時

所他

申

問

eevveenntt

催
し

７
月
の
開
放
日

総
合
学
院
テ
ク
ノ
ス

　

カ
レ
ッ
ジ
体
育
館

情情報報アア・・ララ・・カカルルトト情報ア・ラ・カル情報ア・ラ・カルトト
このコーナーでは、市民グループなどの催し物等を紹介します。事業の実施内容に市および教育委員会は携わ
っていませんので、ご不明な点は、主催者にお問い合わせください。

（掲載内容についての責任は主催者側に負っていただきます）

【災害に強いまちづくり】
防火・防災活動などを通して安全・安心なまちづくりをめざして
います。
【きれいで快適なまちづくり】
資源ごみの回収、清掃活動や花づくりなどを通してきれいで快適
なまちづくりをめざしています。
【安全・安心なまちづくり】
子どもの見守りや防犯パトロールなどで安全・安心なまちづくり
をめざしています。
【ふれあいのあるまちづくり】
お祭りや運動会などの行事を通じてふれあいのあるまちづくりを
めざしています。
 

　町会・自治会へ加入をお考えの方は、
お近くの町会・自治会の会員や役員の方
にお申し出ください。地域の町会・自治
会がわからない場合はお問い合わせくだ
さい。
 広報秘書課広聴係（☎０４２−３８７−９８１８）

町会・自治会への入会方法

問 行事のようす

町会・自治会では
こんな活動をしています

後援事業 掲載を希望する団体は、後援申請を行った担当課に記載
方法・締切日などを確認してください。



112・5・1 各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。

凡　例  日時　 場所　 内容　 講師　 対象　 定員　 費用　 持ち物　 申し込み　 問い合わせ　 その他　 ホームページ　 Ｅメール時 所 内 講 対 定 ￥ 持 申 問 他 HP 糸
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　市ホームページに掲載するバナー
広告を募集しています。月間平均ア
クセス件数が４４８,７８９件と多くのア
クセスがあります。有効な広告媒体
として、ぜひご活用ください。
　申し込みは、随時受け付けていま
す。
■掲載場所市ホームページのトップ
ページ
■掲載期間各月１日から１か月単位
（最長１２か月）
■掲載料（１枠）渇１か月＝３０,０００
円渇３か月＝８５,５００円（月額２８,５００
円）渇６か月＝１６２,０００円（月額２７,０００
円）渇１２か月＝２８８,０００円（月額２４,０００
円）
■申込書配布市ホームページから
「小金井市広告掲載申込書」「小金
井市ホームページバナー広告掲載申
込内容書」をダウンロードしてくだ

さい
 郵送または直接、申込書等に必要
事項を明記し、広報秘書課広報係
（〒１８４−８５０４住所不要・市役所本庁
舎２階☎０４２−３８７−９８０３）へ

申

市市ホホーームムペペーージジのの
ババナナーー広広告告募募集集
市ホームページ市ホームページのの
バナー広告募バナー広告募集集
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 公民館本館
 市内在住・在勤・在学の方
 各回４０人（申込順）
 保育あり（おおむね２歳以
上。要事前申込）

所
対
定
他

 ５月１日から、電話、Eメー
ルまたは公民館本館窓口（☎
０４２−３８３−１１８４ k０２０４９９@ko 
ganei-shi.jp）へ

申

糸

講　師テーマと　き

柿田雅子さん（全国幼
年教育研究協議会世話
人）

乳幼児期の育ちに本当に
大事なこと

１０：００〜
１２：００６／４（木）

土屋麻由美さん（ＮＰ
Ｏ法人ピッコラーレ副
代表）

家庭でできる性教育−性
の健康をたいせつに考え
ること

１０：００〜
１２：００　／１１（木）

財前ナオさんほか（東
京家政学院大学学生）

若者たちに聞く−「子ど
もの権利」を知って私た
ちはこう変わった

１４：００〜
１６：００　／２７（土）

広木克行さん（神戸大
学名誉教授）

不登校は子ども・青年か
らのＳＯＳ−あなたはそ
れをどう理解しますか

１０：００〜
１２：００

７／２（木）

なしおしゃべり会１２：３０〜
１４：００

子どもの人権講座2020
あなたは大切にされていますかあなたは大切にされていますか？？
―私がわたしであるため―私がわたしであるためにに

広告掲載等のお問い合わせは、㈱ホープ（広告代理店）☎０９２−７１６−１４０１へ

広
告
枠

　小金井桜の歴史をにし
き絵や絵はがき等で紹介
した冊子です。
■価格７００円
■規格Ａ４判
■発行年月平成２７年１月

　市の歴史や文化財につ
いて、地図や写真で紹介
したガイドブックです。
■価格１００円
■規格Ａ５判
■発行年月平成２６年１２月

　昭和時代の懐かし
い風景写真約１００点
をＣＤ栗ＲＯＭに収
めました。
■価格５００円
■発行年月平成２１年
３月

CD-ROMCD-ROM版版
写真でたどる昭和の小写真でたどる昭和の小金金井井 名勝小金井桜絵名勝小金井桜絵巻巻

■頒布場所　生涯学習課文化財係（市役所第二庁舎７階☎０４２−３８７−９８７９）、文化財センター（☎０４２−３８３−１１９８）

　古代から現代までの小金井の歴史３万５千年の流
れを一書にまとめました。
■価格１,６００円
■規格Ａ５判、古地図付き
■発行年月平成３１年３月

　市内遺跡から発掘された出土資料を、豊富な写真
や図版で解説しています。
■価格３,７００円
■規格Ａ４判、ＤＶＤ付き
■発行年月平成３１年３月

　国指定名勝「小金井（サクラ）」の有名なにしき
絵と古写真をクリアファイルにしました。
■価格４種類各２５０円、解説付き
■発行年月平成３０年１０月

小金井市史通史小金井市史通史編編 小金井市史資料小金井市史資料編編
考古・中考古・中世世 クリアファイクリアファイルル

小金井市の歴史散歩（改訂版小金井市の歴史散歩（改訂版））

市公式歴史書をご紹介します  生涯学習課文化財係（☎０４２−３８７−９８７９）問



122・5・1市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分〜午後５時です。（正午〜午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1

掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。費用の記載のないものは、原則、無料です。
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　一定の農業技術と知識を習得
し、市内農家の農作業を手伝う
「援農ボランティア」を養成しま
す。
■実習農家小山農園（緑町３丁
目）、大澤農園（貫井南町２丁目）
 東京都農林水産振興財団（立川
市）技術講座＝４回、市内農家実
習＝１０回程度
 ２０歳以上の市内在住で平日の養
成講座に参加でき、講座終了後に
援農ボランティアとして活動を継

内

対

続できる方
 各農園３人（多数抽選）
 実費負担あり（保険料・交通費
等）
 ５月８日（消印有効）までに、往
復はがきに住所・氏名・年齢・電話
番号・希望実習農家名を明記し、
経済課産業振
興係（〒１８４栗 
８５０４住所不要
☎０４２栗３８７ 
栗９８８２）へ

定
他

申

東京都・子供
の健康相談室

受付時間▷平日＝午後６時〜翌朝
８時▷休日（土曜・日曜・祝日）
＝午前８時〜翌朝８時☎＃８０００＝
プッシュ回線の固定電話、携帯電
話☎０３−５２８５−８８９８

２４時間テレホ
ンサービス

▷東京消防庁救急相談センター
☎＃７１１９＝プッシュ回線の固定電
話、携帯電話
☎０４２−５２１−２３２３

▷東京都保健医療情報センター・
医療機関案内ひまわり
☎０３−５２７２−０３０３
聴覚障害者向け専用
 ０３−５２８５−８０８０FAX

小児救急
（３６５日２４時間）

▷武蔵野赤十字病院
武蔵野市境南町
１−２６−１
☎０４２２−３２−３１１１

５
月
３
日（
日
・
祝
）

５
月
４
日（
月
・
祝
）

５
月
５
日（
火
・
祝
）

５
月
６
日（
水
・
休
）

５
月　
日（
日
）

１０

《 準　夜 》
診療は、午後６時から

午前９時〜正午
午後１時〜５時

薬を処方された場合は、各
医療機関受付にお問い合わ
せください。

薬薬局局薬薬局局

診療時間：午前９時〜正午、
　　　　　午後１時〜５時
※　応急処置に限ります。

休日歯科診休日歯科診療療休日歯科診休日歯科診療療この休日診療は、小
金井市医師会、小金
井歯科医師会、小金
井市薬剤師会の協力
で実施しています。
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まちば薬局

（ ）本町4－14－21－101
☎042－387－2151

 
ココカラファイン薬局小金井店

（ ）本町1－8－14
☎042－386－2580

 
にじいろ薬局

（ ）梶野町5－9－9クレール1F
☎042－316－3795

 
サエラ薬局武蔵小金井店

（ ）本町5－15－8ラメゾンブランシュ1階－A
☎042－316－1840

 
さくら薬局小金井本町店

（ ）本町1－5－6
☎042－386－2681

 
グリーンベル薬局

（ ）本町5－11－7
☎042－386－8522

 
サエラ薬局武蔵小金井店

（ ）本町5－15－8ラメゾンブランシュ1階－A
☎042－316－1840

 
薬局日本メディカル

（ ）本町1－18－3
☎042－316－5407

 
薬局日本メディカル

（ ）本町1－18－3
☎042－316－5407

 
ココカラファイン薬局小金井店

（ ）本町1－8－14
☎042－386－2580

 
薬樹薬局東小金井

（ ）東町5－27－12
☎042－386－5580

 
サンドラッグ小金井梶野町薬局

（ ）梶野町1－7－32
☎0422－36－7382
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上水公園入口友
利
内
科
ク
リ
ニッ
ク

内

本町3―10―13
フジビル1F
☎042―385―7101

本町四丁目

北大通り
本町2丁目交差点

北口
武蔵小金井駅

小
金
井
街
道

小
金
井
つ
る
か
め
ク
リ
ニッ
ク

内

本町6―14―28
アクウェルモール3Ｆ
☎042―386―3757

武蔵小金井駅

小
金
井
街
道

イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー

南口
交通広場

大 

見 

医 

院

産
婦

内

梶野町5―5―6
☎042―385―2272

東小金井駅

北口北口

駐車場駐車場

三小

地蔵通り地蔵通り

薬局薬局

梶野町交差点
北大通り

北口

駐車場地蔵通り

薬局
梶
野
町
ク
リ
ニッ
ク

皮

五日市街道

亜
細
亜

大
学

く
ぬ
ぎ
橋
通
り

北大通り

梶野町2―2―17
☎0422―54―5507

上水公園入口友
利
内
科
ク
リ
ニッ
ク

内

本町3―10―13
フジビル1F
☎042―385―7101

本町四丁目

北大通り
本町2丁目交差点

北口
武蔵小金井駅

小
金
井
街
道

小
金
井
橋
歯
科
医
院 桜町2―12―43

☎042―381―6351

玉川上水
小金井橋

小
金
井
街
道

本
町
２
丁
目

交
差
点

小金井橋

北大通り

至武蔵小金井駅北口至武蔵小金井駅北口至武蔵小金井駅北口

す
ず
木
小
児
科・ア
レ
ル
ギ
ー
科

本町5―15―8
ラメゾン  ブランシュ2-A
☎042―401―2410

小
ア

けやき通り

小
金
井
街
道

銀行

か
わ
べ
内
科
ク
リ
ニッ
ク

緑町2―2―1
エスポワール小金井1－東号室 
☎042―401―1860

東小金井駅
北口

三小
北大通り

コンビニエンス
ストア

東
大
通
り

内
消
内
小

前原坂上
交差点

小
金
井
街
道

和
田
ク
リ
ニッ
ク

内

本町1―6―2
メゾン・ド小金井112
☎042―381―1112

至武蔵小金井駅南口至武蔵小金井駅南口至武蔵小金井駅南口

連雀通り

本町5―10―17
高杉ビル1F
☎042―380―8087

西
野
耳
鼻
咽
喉
科
耳
ア

印章店

北口

武蔵小金井駅

小
金
井
街
道

す
ず
木
小
児
科・ア
レ
ル
ギ
ー
科

本町5―15―8
ラメゾン  ブランシュ2-A
☎042―401―2410

小
ア

けやき通り

小
金
井
街
道

銀行

タ
ナ
カ
歯
科

本町5―19―8
アカシアビル2F
☎042―381―4449

武蔵小金井駅

北口
銀行

小
金
井
街
道

小
金
井
メ
デ
ィ
カ
ル
ク
リ
ニッ
ク

本町5―15―9
栄ハイツエクシード2階
☎042―401―2938

内

銀行

けやき通り

小
金
井
街
道

共
立
診
療
所

内
小
外

本町6―9―38―3F
☎042―383―5111

武蔵小金井駅

小
金
井
街
道

南口南口

前原坂上交差点

消
防
署

市
役
所

南口

東
小
金
井
さ
く
ら
ク
リ
ニッ
ク

東町4―37―26
☎042―382―3888

至東小金井駅南口至東小金井駅南口至東小金井駅南口

農工大通り

内

ア

消
内

呼
内

循
内

武蔵小金井駅

南口

農工大通り

小
金
井
街
道

本町1―18―3
ユニーブル武蔵小金井
スイート3階301号室
☎042―387―8176

こ
が
ね
い
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ
ニッ
ク

耳
ア

共
立
診
療
所

内
小
外

本町6―9―38―3F
☎042―383―5111

武蔵小金井駅

小
金
井
街
道

南口南口

前原坂上交差点

消
防
署

市
役
所

南口

中町4―14―17
武蔵小金井スカイハイツ101・201
☎042―384―8811

沼
澤
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニッ
ク

農工大通り

武蔵小金井駅武蔵小金井駅

前原坂上
　交差点

小
金
井
街
道

南口

武蔵小金井駅

貫井北センター

貫井北町1―24―15
☎042―316―1735

武蔵小金井駅

上の原
公園
上の原
公園新

小
金
井
街
道 北口

上の原通り循
環
器
内
科
ク
リ
ニッ
ク
ひ
ら
お
か

内

循
内

武蔵小金井駅

南口

農工大通り

小
金
井
街
道

本町1―18―3
ユニーブル武蔵小金井
スイート203B
☎042―387―1603

は
ぎ
ク
リ
ニッ
ク

内
外

東
小
金
井
ク
リ
ニッ
ク

内
整
ア

五日市街道

亜
細
亜

大
学

く
ぬ
ぎ
橋
通
り

北大通り

梶野町2―1―2
アーバンステージ武蔵野ヒルズA棟１F
☎0422―56―8630

武
蔵
野
中
央
病
院

内

東町1―44―26
☎0422―31―1231

酒店

連雀通り

都
営
住
宅

新
小
金
井
駅

交
番

西
武
多
摩
川
線

東
小
金
井
ク
リ
ニッ
ク

内
整
ア

五日市街道

亜
細
亜

大
学

く
ぬ
ぎ
橋
通
り

北大通り

梶野町2―1―2
アーバンステージ武蔵野ヒルズA棟１F
☎0422―56―8630

い
こ
ま
歯
科
医
院
北
口
診
療
所

本町5―12―14
森ビル3F
☎042―384―4114

武蔵小金井駅

北口

銀
行

小
金
井
街
道

貫井北町3―27―7
☎042―386―7288

一
中

本町住宅

歩道橋

公務員
住　宅

交番中大
附属高

北大通り

く
ろ
だ
内
科
ク
リ
ニッ
ク

内

ドラッグストア

消
内

中町2―1―35
マ・メゾン21―1Ｆ
☎042―386―3386

石
川
ク
リ
ニッ
ク

内
消

西武
多摩川線

交番ガソリン
スタンド

新小金井駅

連雀通り

梶野町5―11―5
パピスプラザ205
☎042―401―1341

北大通り

北口

けやき
保育園
けやき
保育園

東小金井駅

梶野公園梶野公園

高
見
澤
整
形
外
科
ク
リ
ニッ
ク

整
リ 

ハ
リ 

ウ

岡
村
皮
フ
科
医
院

皮

梶野町2―7―2
☎0422―37―1112

北口
東小金井駅

婦人
会館

東京電機大
　　　高校

北大通り
梶
野
通
り

本町5―9―5
☎042―384―3461

久
我
治
子
ク
リ
ニッ
ク

印章店

北口

武蔵小金井駅

小
金
井
街
道

内
消
内

菊
田
歯
科
医
院

梶野町5―9―7
☎042―381―9382

東小金井駅

北口

そば店

北大通り
梶野町交差点

援農ボランティア養成講座
参加者募集

令令和和２２年年国国勢勢調調査査のの調調査査員員をを募募集集中中令和２年国勢調査の調査員を募集令和２年国勢調査の調査員を募集中中
■任命期間８月下旬～１０月下旬（予定）
■報酬７万円程度（２調査区担当の場合の予定額）
■応募資格渇２０歳以上の調査活動ができる健康な方渇警察官、選挙に
直接関係していない方渇暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない
方
■申込書配布総務課（市役所本庁舎１階）、市役所第二庁舎１階受
付、主な市内公共施設、市ホームページ
 簡単な面談を実施予定ですので、事前にご連絡ください。申込書
は、受験者本人が持参してください。
代理の方や郵送による提出はできませ
ん
 ６月１５日までに、申込書に必要事項
を明記し、直接、総務課庶務係国勢調
査担当（☎０４２栗３８３栗１１１１内線２４１６）へ

他

申

休 日 診休 日 診 療療休 日 診休 日 診 療療
受付時間：午前９時〜正午、午後１時〜５時
　　　　　準夜→午後５時３０分〜９時
※　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
　　診療科目にかかわらず、必ず電話で確認のうえ、受診してください。

●印は病医院所在地
○内は診療科目


